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は
じ
め
に

　

仏
教
美
術
に
お
い
て
、『
十
王
経
』
に
基
づ
く
十
王
の
図
像
は
死
後
か
ら
転

生
ま
で
の
過
程
を
示
し
、
中
陰
と
い
う
世
界
を
表
現
す
る
。
関
連
す
る
絵
画
作

例
は
、
東
ア
ジ
ア
に
お
い
て
数
多
く
現
存
し
て
い
る
が
、
東
寺
所
蔵
「
仏
説
預

修
十
王
生
七
経
図
巻
」（
図
一
、
以
下
、
東
寺
本
と
略
称
す
る
）
は
、
高
麗
時

代
に
海
印
寺
で
再
刊
さ
れ
た
『
十
王
経
』
に
基
づ
き
つ
つ
、
日
本
化
さ
れ
た
作

例
だ
と
注
目
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
図
巻
は
『
往
生
要
集
』
の
「
臨
終
行
儀
」
が

書
写
さ
れ
た
巻
子
の
裏
面
を
用
い
て
書
写
さ
れ
、
簡
潔
に
か
つ
選
択
さ
れ
た
形

式
で
中
陰
世
界
の
十
王
審
判
が
表
現
さ
れ
て
い
る
。
先
行
研
究
に
お
い
て
、
東

寺
本
は
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
『
十
王
経
』
諸
本
の
一
例
と
し
て
広
く
知
ら
れ
て

い
る
も
の
の
、
そ
の
特
徴
、
す
な
わ
ち
、
選
択
さ
れ
た
中
陰
図
像
の
特
徴
、
ま

た
「
臨
終
行
儀
」
と
表
裏
一
体
で
あ
る
と
い
う
二
点
に
関
す
る
詳
細
な
検
討
は

な
さ
れ
て
い
な
い
。

　

本
論
文
で
は
、
東
寺
本
に
あ
ら
わ
さ
れ
た
中
陰
世
界
に
つ
い
て
日
本
化
と
い

う
観
点
か
ら
考
察
す
る
。
ま
ず
、
先
行
研
究
に
基
づ
き
、
東
寺
本
を
含
む
『
十

王
経
』
諸
本
の
系
統
分
類
を
確
認
す
る
。
そ
の
上
で
、
中
陰
世
界
の
表
現
と
い

う
観
点
か
ら
東
寺
本
の
位
置
づ
け
を
再
検
討
す
る
。
そ
れ
を
踏
ま
え
、
海
印
寺

本
か
ら
東
寺
本
へ
の
展
開
を
考
察
し
、
東
寺
本
に
お
け
る
モ
チ
ー
フ
の
取
捨
選

択
と
構
図
の
変
更
に
つ
い
て
指
摘
す
る
。
さ
ら
に
、
中
陰
へ
の
入
り
口
、
中
陰

の
審
判
を
補
佐
す
る
人
物
、
中
陰
の
本
地
仏
と
い
う
三
つ
の
観
点
か
ら
東
寺
本

を
考
察
し
、
選
択
や
簡
略
化
さ
れ
て
い
る
図
像
を
通
じ
、
日
本
化
さ
れ
た
中
陰

世
界
の
意
味
を
分
析
す
る
。
そ
し
て
、
中
世
前
半
の
日
本
に
お
け
る
追
善
供
養

の
展
開
に
伴
う
十
王
信
仰
の
受
容
と
結
び
つ
け
、
こ
う
し
た
中
陰
世
界
を
表
現

す
る
東
寺
本
は
、
日
本
に
お
け
る
新
た
な
中
陰
理
解
を
示
す
作
例
で
あ
る
こ
と

を
明
ら
か
に
す
る
。

中
陰
世
界
の
構
築
及
び
そ
の
展
開

│
│ 

東
寺
所
蔵
「
仏
説
預
修
十
王
生
七
経
図
巻
」
を
中
心
と
し
て 
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一
　『
十
王
経
』
の
全
体
像
及
び
東
寺
本
の
位
置
づ
け

　

中
陰
は
人
の
死
後
か
ら
転
生
ま
で
の
過
程
を
指
し
、
初
期
の
仏
典
の
中
に
す

で
に
存
在
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
中
国
に
お
い
て
本
来
の
葬
送
観
念
や
道
教
な

ど
と
習
合
し
、
晩
唐
五
代
ご
ろ
成
立
し
た
『
十
王
経
』
で
中
陰
の
概
念
は
さ
ら

に
豊
か
に
な
る
。

　

近
年
、
張
総
氏
は
『
十
王
経
』
の
新
出
版
本
を
加
え
て
先
行
研
究
を
再
検
討

し
、『
十
王
経
』
諸
本
に
関
す
る
書
誌
学
的
検
討
を
加
え
、
こ
の
経
典
を
大
き

く
四
系
統
に
分
類
す
る
見
方
を
示
し
た
（
１

）（
表
一
「『
十
王
経
』
の
分
類
」
を
参
照
）。

同
氏
は
、各
系
統
に
含
ま
れ
る
諸
本
の
尾
題
の
表
記
に
基
づ
き
、そ
れ
ぞ
れ
『
閻

羅
王
経
』
系
、『
閻
羅
王
授
記
経
』
系
、『
預
修
十
王
生
七
経
』
系
、
及
び
「
異

文
字
や
増
補
本
」
系
と
四
つ
の
系
統
に
区
分
す
る
（
２

）。
こ
の
う
ち
『
閻
羅
王
経
』

系
と
『
閻
羅
王
授
記
経
』
系
の
成
立
が
早
く
、
第
三
系
の
『
預
修
十
王
生
七
経
』

系
で
は
、
テ
キ
ス
ト
の
内
容
構
成
の
み
な
ら
ず
、
図
像
表
現
や
版
本
の
伝
播
範

囲
に
も
大
き
な
展
開
が
認
め
ら
れ
る
。
最
後
の
第
四
系
に
含
ま
れ
る
増
補
本
に

は
、
日
本
に
お
い
て
成
立
し
た
偽
経
『
仏
説
地
蔵
菩
薩
発
心
因
縁
十
王
経
』（
以

下
、『
地
蔵
十
王
経
』
と
略
称
す
る
）
も
含
ま
れ
る
。

　

本
稿
で
は
、
こ
の
う
ち
第
三
系
（『
預
修
十
王
生
七
経
』
系
）
に
つ
い
て
詳

し
く
論
じ
る
。
張
総
氏
の
研
究
に
基
づ
く
と
、
こ
の
第
三
系
に
は
、
さ
ら
に
四

つ
の
類
型
が
想
定
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
う
ち
、
図
像
及
び
讃
文
と
と
も
に
書
か

れ
た
「
十
王
経
図
巻
」
諸
本
は
第
三
と
第
四
の
類
型
に
相
当
す
る
。
敦
煌
出
土

の
「
十
王
経
図
巻
」
は
主
に
第
三
型
に
該
当
し
、
そ
れ
に
対
し
て
巻
頭
ま
た
は

巻
末
に
描
か
れ
る
図
像
の
一
部
が
欠
け
る
形
式
で
あ
る
第
四
型
に
は
、
中
国
東

部
か
ら
朝
鮮
半
島
、
そ
し
て
日
本
に
伝
来
し
た
「
十
王
経
図
巻
」
の
諸
本
が
含

ま
れ
る
。
中
で
も
、
朝
鮮
半
島
と
日
本
に
現
存
す
る
「
十
王
経
図
巻
」
に
目
を

向
け
る
と
、
テ
キ
ス
ト
と
図
像
の
両
面
に
お
い
て
、
他
の
地
域
の
諸
本
と
比
較

し
て
、
両
者
が
よ
り
密
接
な
関
係
を
持
つ
点
が
注
目
さ
れ
る
（
３

）。

　

先
述
の
四
系
統
に
属
す
る
典
型
的
な
版
本
を
比
較
す
る
こ
と
で
、
そ
こ
に
構

築
さ
れ
た
中
陰
世
界
の
特
徴
が
う
か
が
え
る
。
第
一
系
の
『
閻
羅
王
経
』
か
ら

第
二
系
の
『
閻
羅
王
授
記
経
』
へ
展
開
し
て
い
く
過
程
で
は
、
経
典
の
内
容
は

逆
修
や
追
善
の
方
法
や
注
意
事
項
に
焦
点
が
置
か
れ
て
お
り
、
中
陰
世
界
そ
の

も
の
に
対
す
る
描
写
は
少
な
い
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
こ
の
両
系
に
お
い
て
、

中
陰
世
界
に
か
か
わ
る
内
容
は
、
十
王
の
名
前
及
び
順
序
だ
け
が
挙
げ
ら
れ
て

い
る
に
す
ぎ
ず
、
ど
の
よ
う
な
審
判
の
流
れ
が
あ
る
か
に
つ
い
て
は
詳
し
く
説

明
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
第
三
系
統
の
『
預
修
十
王
生
七
経
』

に
お
い
て
は
、
十
王
の
名
前
と
順
序
ど
ち
ら
も
定
ま
っ
た
。
さ
ら
に
、
逆
修
や

追
善
の
利
益
、
中
陰
世
界
の
十
王
審
判
に
関
す
る
よ
り
詳
細
な
描
写
が
加
筆
さ

れ
た
。
例
え
ば
、
閻
魔
王
が
中
陰
に
現
わ
れ
る
も
う
一
つ
の
理
由
は
「
仏
言
。

於
彼
冥
途
為
諸
王
者
。
有
二
因
緣
。
一
是
住
不
思
議
解
脫
不
動
地
菩
薩
。
為
欲

摂
化
極
苦
衆
生
。
示
現
作
彼
琰
魔
王
等
」
と
解
説
さ
れ
、
こ
の
経
文
が
冥
途
に

至
る
亡
者
を
救
済
す
る
利
益
を
重
ん
じ
て
い
る
こ
と
が
理
解
で
き
る
（
４

）。
さ
ら
に
、

十
王
審
判
の
流
れ
に
つ
い
て
、「
一
七
亡
人
中
陰
身
。
駆
羊
隊
隊
数
如
塵
。
且

向
初
王
斋
（
斉
か
）
点
検
。
由
来
未
渡
奈
河
津
」、
ま
た
、「
七
七
冥
途
中
陰
身
。
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專
求
父
母
会
情
親
。
福
業
此
時
仍
未

定
。
更
看
男
女
造
何
因
（
５

）」
の
よ
う
な

説
明
が
な
さ
れ
、
中
陰
世
界
に
対
す

る
具
体
的
な
イ
メ
ー
ジ
が
浮
か
び
上

が
る
。
挿
絵
を
伴
う
諸
本
の
「
十
王

経
図
巻
」
で
、
十
王
は
世
俗
の
皇
帝

を
想
起
さ
せ
る
服
装
を
着
用
し
て
官

員
風
の
人
物
か
ら
の
報
告
を
受
け
る

様
子
で
表
現
さ
れ
る
。
な
お
、
人
物

の
み
な
ら
ず
、
奈
河
の
場
面
、
中
陰

審
判
の
場
面
で
用
い
ら
れ
る
業
秤
と

業
鏡
、
そ
し
て
、
中
陰
の
終
幕
に
当

た
る
六
道
輪
廻
の
行
き
先
ま
で
も
描

き
出
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
第
三
系

の
『
預
修
十
王
生
七
経
』
に
至
り
、

具
体
的
な
中
陰
世
界
の
様
子
が
伺
え
、

現
実
の
官
僚
機
関
の
よ
う
な
審
判
世

界
が
目
の
前
に
広
が
る
よ
う
に
な
っ

た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
展
開
は
朝

鮮
半
島
か
ら
日
本
ま
で
波
及
し
、
第

四
系
に
属
す
る
『
地
蔵
十
王
経
』
に

お
い
て
は
、
中
陰
世
界
が
一
層
豊
か

に
な
り
、
か
つ
明
確
な
日
本
化
の
表
現
を
示
し
て
い
る
。

　

以
上
、『
十
王
経
』
諸
本
の
全
体
像
を
把
握
し
た
上
で
、
初
期
の
諸
本
か
ら

展
開
し
た
中
陰
世
界
が
第
三
系
の
『
預
修
十
王
生
七
経
』
で
具
体
化
さ
れ
た
こ

と
が
確
認
で
き
た
。
さ
ら
に
、
同
経
に
基
づ
く
図
巻
に
お
い
て
、
現
実
感
の
あ

る
中
陰
世
界
が
構
築
さ
れ
た
。
そ
し
て
、「
十
王
経
図
巻
」
は
朝
鮮
半
島
や
日

本
に
も
伝
播
し
、
一
層
豊
か
な
中
陰
世
界
へ
と
展
開
し
た
。
東
寺
本
は
そ
の
典

型
的
な
作
例
だ
と
い
え
る
。
以
下
で
は
、
こ
の
こ
と
を
詳
し
く
確
認
し
て
ゆ
く
。

二
　
海
印
寺
本
か
ら
東
寺
本
へ
の
展
開

（
一
）
作
品
情
報
及
び
先
行
研
究

　
『
東
寺
観
智
院
金
剛
蔵
聖
教
目
録
』
に
よ
る
と
、
東
寺
本
は
第
百
四
十
六
箱

に
収
め
ら
れ
、
紙
本
墨
画
で
、
縦
二
六
・
五
セ
ン
チ
、
全
長
五
一
八
・
二
セ
ン

チ
で
あ
る
。
本
作
の
表
面
に
は
『
往
生
要
集
』
の
大
文
第
六
「
別
時
念
仏
第
二

臨
終
行
儀
」、
裏
面
に
は
『
十
王
経
』
の
図
巻
が
書
写
さ
れ
て
い
る
（
６

）。
第
一
番

目
の
秦
広
王
の
讃
文
か
ら
最
後
の
五
道
転
輪
王
ま
で
経
文
と
挿
絵
が
完
備
さ
れ

て
い
る
（
７

）。

　

東
寺
本
に
関
す
る
先
行
研
究
と
し
て
、
中
野
玄
三
氏
の
解
説
及
び
本
井
牧
子

氏
の
本
文
分
析
が
あ
る
。
中
野
氏
は
東
寺
本
の
挿
絵
と
高
野
山
宝
寿
院
所
蔵

「
十
王
経
図
巻
」
と
の
類
似
点
を
あ
げ
、
日
本
と
宋
と
の
交
流
に
関
わ
る
写
本

の
制
作
背
景
を
提
示
し
た
（
８

）。
そ
の
後
、
本
井
氏
は
東
寺
本
の
本
文
に
着
目
し
て

朝
鮮
半
島
で
制
作
さ
れ
た
三
つ
の
類
型
の
『
十
王
経
』
と
の
比
較
を
行
い
、
東

表一：『十王経』の分類
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寺
本
が
こ
の
系
譜
に
属
す
る
と
指
摘
し
た
（
９

）。
し
か
し
、
先
行
研
究
に
お
い
て
は
、

選
択
さ
れ
た
中
陰
図
像
、
ま
た
、「
臨
終
行
儀
」
と
表
裏
一
体
で
あ
る
こ
と
と

い
う
二
つ
の
特
徴
に
つ
い
て
は
十
分
な
検
討
が
な
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
こ
で
本

論
文
で
は
、
こ
の
二
点
を
中
心
に
再
検
討
し
、
東
寺
本
か
ら
浮
き
彫
り
と
な
る

日
本
中
世
に
お
け
る
中
陰
理
解
の
特
質
を
明
ら
か
に
す
る
。

　

ま
ず
、
東
寺
本
の
制
作
年
代
に
つ
い
て
再
確
認
し
た
い
。
東
寺
本
が
依
拠
す

る
高
麗
時
代
に
海
印
寺
で
再
版
さ
れ
た
『
十
王
経
』
の
系
譜
に
含
ま
れ
る
版
本

は
二
種
、
す
な
わ
ち
、
韓
国
国
宝
の
第
二
〇
六‒

一
〇
号
及
び
第
七
三
四‒

三

号
・
七
三
四‒

四
号
が
あ
る
。
そ
の
中
で
、
最
も
早
い
年
紀
を
伴
う
も
の
と
し

て
の
第
二
〇
六‒

一
〇
号
に
は
高
麗
時
代
の
丙
午
、
西
暦
で
一
二
四
六
年
の
奥

書
が
付
さ
れ
て
い
る
）
10
（

。
す
な
わ
ち
、
東
寺
本
の
制
作
年
代
は
こ
れ
を
上
限
と
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

　

な
お
、
東
寺
本
に
記
さ
れ
て
い
る
本
地
仏
の
墨
書
に
目
を
転
じ
れ
ば
、
七
々

日
の
太
山
王
の
本
地
仏
が
「
阿
弥
陀
」
か
ら
「
薬
師
」
へ
書
き
直
し
さ
れ
て
い

る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
日
本
に
お
け
る
十
王
の
本
地
仏
の
展
開
に
よ
れ
ば
、

十
三
世
紀
か
ら
十
四
世
紀
末
頃
に
、
太
山
王
の
本
地
仏
に
つ
い
て
揺
れ
が
生
じ
、

時
折
阿
弥
陀
と
薬
師
の
交
替
が
起
こ
っ
た
こ
と
が
見
受
け
ら
れ
る
（
表
二
「
十

王
本
地
仏
の
配
置
」
を
参
照
）。
一
三
七
三
年
以
前
に
成
立
し
た
『
存
覚
上
人

袖
日
記
』
に
は
、
阿
弥
陀
及
び
薬
師
の
両
者
が
本
地
仏
を
担
う
可
能
性
が
あ
る

と
記
録
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
こ
れ
ま
で
に
確
認
し
た
年
紀
を
も
つ
記
録
の

中
で
は
、
最
も
遅
い
例
で
あ
る
。
一
方
、
表
に
掲
げ
た
「
山
口
県
十
三
佛
堂
」

や
「
東
京
都
中
野
区
清
谷
寺
十
三
仏
碑
」
を
通
じ
て
明
ら
か
な
よ
う
に
、
十
四

図一　「仏説預修十王生七経図巻」（裏面）、紙本墨画、二六・五×五一八・二センチ、東寺観智院蔵
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世
紀
末
ま
で
に
は
、
太
山
王
の
本
地
仏
が
次
第

に
薬
師
に
定
着
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
を
考
え

る
と
、『
存
覚
上
人
袖
日
記
』
が
成
立
し
た
十

四
世
紀
後
半
の
時
期
が
、
東
寺
本
成
立
の
一
応

の
目
安
と
考
え
ら
れ
る
。

（
二
）
東
寺
本
と
海
印
寺
本
と
の
比
較

　

海
印
寺
で
再
刊
さ
れ
た
二
類
の
『
十
王
経
』

と
東
寺
本
の
比
較
に
よ
り
、
東
寺
本
の
本
文
は

忠
実
に
韓
国
国
宝
の
第
七
三
四‒

三
号
・
七
三

四‒

四
号
（
図
二
、
以
下
、
海
印
寺
本
と
略
称

す
る
）
を
踏
襲
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ

る
が
、
図
像
の
部
分
に
は
、
数
多
く
の
変
更
箇

所
を
指
摘
で
き
る
。

　

第
一
に
、
冒
頭
に
描
か
れ
た
奈
河
の
位
置
で

あ
る
。
奈
河
は
海
印
寺
本
で
第
二
番
目
の
初
江

王
の
木
版
で
描
き
出
さ
れ
る
が
、
東
寺
本
で
は

第
一
番
目
の
秦
広
王
の
一
部
と
し
て
表
現
さ
れ
、

岸
辺
で
亡
者
を
見
張
る
獄
卒
の
イ
メ
ー
ジ
が
強

調
さ
れ
る
。
第
二
に
、
東
寺
本
で
は
十
王
の
周

囲
の
冥
衆
が
ほ
と
ん
ど
省
略
さ
れ
、
特
に
第
九

番
目
の
都
市
王
及
び
最
後
の
五
道
転
輪
王
の
場

表
二
：
十
王
本
地
仏
の
配
置

出　

典

初
七
日

二
七
日

三
七
日

四
七
日

五
七
日

六
七
日

七
々
日

百
箇
日

一
周
忌

三
年
忌

（
平
安
後
期
）『
地
蔵
十

王
経
』

不
動

釈
迦

文
殊

普
賢

地
蔵

弥
勒

薬
師

観
音

阿
閦

阿
弥
陀

（
十
二
世
紀
末
〜
十
三
世

紀
初
頭
）『
五
十
巻
鈔
』

大
日

釈
迦

文
殊

普
賢

地
蔵

弥
勒

薬
師

観
音

勢
至

阿
弥
陀

（
十
三
世
紀
中
期
以
前
）

『
十
王
讃
歎
鈔
』

不
動

釈
迦

普
賢

文
殊

地
蔵

弥
勒

薬
師

観
音

勢
至

釈
迦

（
一
二
五
七
以
前
）
住
信

『
私
聚
百
因
緣
集
』

不
動

釈
迦

文
殊

普
賢

地
蔵

弥
勒

薬
師

観
音

勢
至

阿
弥
陀

（
一
二
六
七
）『
澄
憲
作

文
大
体
』

不
動

釈
迦

薬
師

弥
勒

地
蔵

観
音

阿
弥
陀

普
賢

文
殊

大
日

大
日

薬
師

文
殊

普
賢

弥
勒

薬
師

観
音

勢
至

阿
弥
陀

（
室
町
初
期
）『
普
通
唱

導
集
』

不
動

普
賢

釈
迦

薬
師

地
蔵

弥
勒

阿
弥
陀

観
音

勢
至

阿
弥
陀

文
殊

（
一
三
二
六
）
群
馬
県
浄

蓮
院
板
碑

不
動

釈
迦

文
殊

普
賢

地
蔵

弥
勒

薬
師

観
音

勢
至

阿
弥
陀

（
一
二
九
〇
〜
一
三
七

三
）『
存
覚
上
人
袖
日
記
』

不
動

薬
師

釈
迦

普
賢

地
蔵

弥
勒

阿
弥
陀

文
殊

観
音

勢
至

釈
迦

文
殊

薬
師

観
音

勢
至

阿
弥
陀

東
寺
本

不
動

釈
迦

文
殊

普
賢

地
蔵

弥
勒

阿
弥
陀

観
音

勢
至

阿
弥
陀

薬
師

（
室
町
時
代
）『
弘
法
大

師
逆
修
日
記
事
』

不
動

釈
迦

文
殊

普
賢

地
蔵

弥
勒

薬
師

観
音

勢
至

阿
弥
陀

（
一
三
九
七
）
山
口
県
十

三
仏
堂

不
動

釈
迦

文
殊

普
賢

地
蔵

弥
勒

薬
師

観
音

阿
弥
陀

勢
至

（
一
三
九
九
）
東
京
都
中

野
区
清
谷
寺
十
三
仏
碑

不
動

釈
迦

文
殊

普
賢

地
蔵

弥
勒

薬
師

観
音

勢
至

阿
弥
陀

（
一
四
一
八
〜
一
四
三

三
）『
十
王
讃
歎
修
善
鈔
』

不
動

釈
迦

普
賢

文
殊

地
蔵

弥
勒

薬
師

観
音

勢
至

阿
弥
陀

（
一
四
四
四
）『
下
学
集
』

不
動

釈
迦

文
殊

普
賢

地
蔵

弥
勒

薬
師

観
音

勢
至

阿
弥
陀
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図二　「仏説預修十王生七経図巻」（韓国国宝七三四－三、七三四－四号、部分）、
木版画、各幅縦一九・三センチ、韓国陜川海印寺蔵
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面
で
は
三
人
の
み
が
描
か
れ
て
い
る
。
先
行
研
究
に
よ
れ
ば
、
朝
鮮
半
島
に
お

け
る
十
王
図
像
の
一
つ
の
特
徴
と
し
て
、
十
王
審
判
と
か
か
わ
る
人
数
が
増
え

て
い
る
点
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
）
11
（

。
た
と
え
ば
、
前
述
の
韓
国
国
宝
の
第
二
〇
六

‒

一
〇
号
『
十
王
経
』
の
挿
絵
に
は
、
長
い
人
物
の
隊
列
が
描
か
れ
て
お
り
、

将
軍
や
判
官
、
鬼
王
と
い
っ
た
諸
々
の
類
型
に
お
い
て
複
数
の
人
物
が
確
認
で

き
る
。
一
方
で
、
こ
の
特
徴
は
東
寺
本
に
は
引
き
継
が
れ
て
お
ら
ず
、
さ
ら
に

童
子
と
冥
官
と
の
組
み
合
わ
せ
も
変
化
し
て
い
る
。
第
三
に
、
中
陰
の
審
判
を

司
る
十
王
に
つ
い
て
で
あ
る
。
東
寺
本
で
は
、
最
後
の
五
道
転
輪
王
の
み
が
忿

怒
相
、
ま
た
武
官
の
姿
と
し
て
具
体
的
に
描
写
さ
れ
た
の
に
対
し
て
、
他
の
冥

王
は
特
殊
な
装
飾
を
つ
け
る
世
俗
の
皇
帝
を
示
す
服
装
を
と
る
。
さ
ら
に
、
各

王
の
本
地
仏
の
名
前
と
真
言
種
字
が
記
さ
れ
て
い
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
東
寺
本
に
は
、
独
自
の
要
素
を
数
多
く
観
察
で
き
る
の
で

あ
る
。
東
寺
本
の
十
王
は
簡
略
化
さ
れ
た
図
像
で
、
大
陸
と
異
な
る
中
陰
世
界

を
表
現
す
る
特
徴
を
明
ら
か
に
す
る
。
以
下
、
本
論
文
は
中
陰
へ
の
入
り
口
・

中
陰
の
審
判
を
補
佐
す
る
人
物
・
中
陰
世
界
の
本
地
仏
と
い
う
三
つ
の
観
点
か

ら
、
東
寺
本
に
確
認
さ
れ
た
図
像
上
の
特
徴
を
分
析
し
、
日
本
的
な
中
陰
世
界

の
特
質
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

三
　
東
寺
本
に
お
け
る
日
本
化
さ
れ
た
中
陰
世
界

（
一
）
中
陰
の
入
り
口

　

ま
ず
、
中
陰
へ
の
入
り
口
と
し
て
の
奈
河
の
場
面
を
考
察
す
る
。

　
『
十
王
経
』
の
讃
文
に
よ
れ
ば
、
奈
河
は
第
二
番
目
の
初
江
王
の
部
分
に
属

す
る
と
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
中
国
の
図
巻
に
お
い
て
も
そ
の
通
り
に
表
現
す

る
。
し
か
し
、
海
印
寺
本
を
媒
介
と
し
て
、
東
寺
本
の
奈
河
は
第
一
番
目
の
秦

広
王
の
部
分
に
移
動
し
た
。
そ
の
時
代
背
景
に
つ
い
て
は
、
平
安
時
代
か
ら

諸
々
の
仏
教
説
話
や
物
語
な
ど
の
資
料
に
よ
る
と
、
現
世
と
来
世
の
境
界
線
と

し
て
の
三
途
の
川
が
登
場
し
、
中
国
の
奈
河
と
習
合
し
て
ゆ
く
の
が
わ
か
る
）
12
（

。

中
国
・
宋
元
時
代
の
十
王
図
に
は
登
場
し
な
か
っ
た
奈
河
の
図
像
が
、
兵
庫
極

楽
寺
蔵
十
三
世
紀
の
「
六
道
絵
」
や
奈
良
当
麻
寺
奥
院
蔵
十
四
世
紀
の
「
十
界

図
屛
風
」
の
右
幅
、
さ
ら
に
こ
れ
以
降
の
日
本
製
の
い
く
つ
か
の
十
王
図
で
秦

広
王
の
幅
に
描
か
れ
る
よ
う
に
な
る
。
こ
れ
ら
の
作
例
に
お
い
て
は
、
死
後
世

界
が
画
面
の
右
幅
か
ら
左
幅
へ
描
か
れ
る
も
の
、
あ
る
い
は
中
陰
に
お
け
る
初

七
日
の
審
判
の
場
面
と
し
て
構
成
さ
れ
る
も
の
が
確
認
さ
れ
る
。『
十
王
経
』

の
本
文
及
び
図
像
の
表
現
を
通
じ
て
明
ら
か
と
な
る
の
は
、
い
ず
れ
の
作
例
に

お
い
て
も
、
死
後
世
界
に
存
在
す
る
重
要
な
地
理
的
要
素
と
し
て
の
奈
河
が
、

日
本
に
お
い
て
は
現
世
と
死
後
と
の
境
界
線
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
三
途
の
川
の

イ
メ
ー
ジ
と
重
な
り
合
う
こ
と
で
あ
る
。
十
王
審
判
に
登
場
す
る
こ
の
河
は
、

亡
者
が
現
世
を
離
れ
、
中
陰
世
界
に
至
っ
た
直
後
に
遭
遇
す
る
最
初
の
象
徴
的

空
間
と
し
て
視
覚
化
さ
れ
て
い
る
。
続
い
て
、
時
代
が
や
や
下
が
る
と
、
物
語

や
説
話
な
ど
に
書
か
れ
た
よ
う
に
、
死
出
の
山
の
位
置
が
現
世
か
ら
死
後
世
界

へ
の
途
中
、
さ
ら
に
三
途
川
の
前
に
確
立
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。『
十
王
讃
歎

鈔
』
及
び
奈
良
長
岳
寺
蔵
「
六
道
十
王
図
」（
図
三
）
で
は
、
死
出
の
山
は
中

陰
世
界
の
初
頭
に
置
か
れ
、
そ
れ
に
続
い
て
三
途
の
川
の
場
面
、
さ
ら
に
秦
広
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王
の
審
判
が
配
さ
れ
て
お
り
、
死
後
の
旅
に
お
け
る
一
定
的
な
順
序
が
構
築
さ

れ
て
い
る
と
う
か
が
え
る
）
13
（

。

　

ま
た
、
川
の
岸
で
亡
者
の
動
向
を
見
張
る
人
物
が
強
調
さ
れ
て
お
り
、
海
印

寺
本
に
お
い
て
樹
上
に
描
か
れ
て
い
た
獄
卒
の
像
が
、
樹
木
の
後
ろ
に
立
つ
形

で
大
き
く
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
て
い
る
点
も
注
目
さ
れ
る
。
こ
の
人
物
は
、

日
本
の
『
法
華
験
記
』
に
書
か
れ
た
三
途
の
川
で
亡
者
の
善
悪
を
検
察
す
る
老

女
の
職
能
と
も
重
な
る
）
14
（

。こ
の
老
女
は
さ
ら
に
、『
地
蔵
十
王
経
』
で
「
奪
衣
婆
」

と
い
う
名
が
つ
け
ら
れ
）
15
（

、
三
途
川
と
の
組
合
せ
が
絵
画
作
品
で
の
中
陰
の
入
り

口
と
し
て
定
着
す
る
。
兵
庫
極
楽
寺
蔵
「
六
道
絵
」、
大
阪
水
尾
弥
勒
堂
蔵
「
六

道
十
王
図
」、
滋
賀
長
寿
寺
蔵
「
六
道
十
王
図
」
な
ど
の
作
例
に
お
け
る
表
現

方
式
か
ら
見
る
と
、
十
三
世
紀
か
ら
十
五
世
紀
に
か
け
て
、
こ
の
人
物
は
髪
型

や
容
貌
、
服
装
の
描
写
に
お
い
て
、
次
第
に
現
実
の
老
女
像
に
接
近
し
て
い
く

様
相
を
示
す
よ
う
に
な
る
）
16
（

。
東
寺
本
に
強
調
さ
れ
る
こ
の
人
物
は
、
老
女
と
い

う
よ
り
も
、
獄
卒
の
ま
ま
に
描
か
れ
て
い
る
が
、
中
世
日
本
で
定
着
し
て
い
く

奪
衣
婆
の
イ
メ
ー
ジ
へ
展
開
す
る
過
渡
的
な
図
像
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

こ
う
し
た
展
開
は
、
海
印
寺
本
、
東
寺
本
を
代
表
と
す
る
「
十
王
経
図
巻
」
や

日
本
の
仏
教
説
話
が
、
日
本
に
お
け
る
中
陰
図
像
の
展
開
に
お
い
て
一
定
の
役

割
を
果
た
し
た
結
果
と
考
え
ら
れ
る
。

（
二
）
中
陰
の
審
判
を
補
佐
す
る
人
物

　

次
に
、
中
陰
の
審
判
を
補
佐
す
る
人
物
の
図
像
を
分
析
し
、
五
道
転
輪
王
の

場
面
に
対
す
る
検
討
も
行
う
。

　

海
印
寺
本
に
比
べ
る
と
、
東
寺
本
に
お
い
て
は
、
十
王
の
周
囲
に
い
る
冥
衆

が
ほ
と
ん
ど
省
略
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
第
十
五
道
転
輪
王
の
場
面
に
、
旗

を
持
つ
獄
卒
一
人
、ま
た
、第
九
番
目
の
都
市
王
の
場
面
に
は
、み
ず
ら
を
結
っ

て
笏
を
持
つ
童
子
の
一
人
と
、
巻
物
を
広
げ
る
冥
官
の
一
人
が
描
き
出
さ
れ
る
。

中
で
も
、
冥
官
は
都
市
王
に
向
か
っ
て
背
を
見
せ
る
姿
、
ま
た
、
短
い
官
服
を

着
て
ズ
ボ
ン
と
長
靴
が
見
え
る
身
な
り
を
し
て
お
り
、
特
徴
あ
る
図
像
が
確
認

図三　室町時代、「六道十王図」、奈良長岳寺蔵
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で
き
る
。
こ
の
点
が
、
海
印
寺
本
と
異
な
る
東
寺
本
の
特
徴
的
図
像
と
考
え
、

以
下
で
は
こ
の
点
に
つ
い
て
の
検
討
を
行
う
。

　

ま
ず
は
東
寺
本
の
二
人
の
持
物
に
注
目
し
た
い
。
一
方
が
手
に
持
つ
笏
は
、

本
来
、
古
代
の
官
員
が
目
上
の
人
へ
報
告
す
る
際
に
メ
モ
を
書
く
用
具
で
あ
り
、

他
方
の
巻
物
は
亡
者
の
善
悪
を
載
せ
た
名
簿
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
ら

の
点
か
ら
、
二
人
は
亡
者
の
善
行
・
悪
行
に
関
わ
る
情
報
を
記
録
し
、
そ
れ
を

も
と
に
審
判
を
補
佐
す
る
人
物
だ
と
推
定
で
き
る
。

　

こ
う
し
た
人
物
の
原
型
に
つ
い
て
、
四
世
紀
に
書
か
れ
た
帛
戸
梨
蜜
多
羅
に

よ
る
最
初
の
漢
訳
本
『
薬
師
経
』
で
す
で
に
言
及
さ
れ
て
い
る
。
経
文
に
お
い

て
は
、
人
間
の
善
悪
を
監
察
し
、
審
判
の
際
に
報
告
す
る
人
物
は
「
地
下
鬼
神

及
び
伺
候
者
」
あ
る
い
は
「
五
官
」
な
ど
と
称
さ
れ
て
い
る
。
五
戒
を
守
ら
ず
、

仏
法
を
信
じ
な
い
衆
生
の
罪
業
は
彼
ら
に
よ
っ
て
記
録
・
収
集
さ
れ
、
さ
ら
に

閻
魔
王
へ
報
告
さ
れ
る
。
閻
魔
王
は
そ
の
報
告
を
も
と
に
、
罪
業
の
軽
重
に
応

じ
た
処
罰
を
最
終
的
に
決
定
す
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
）
17
（

。
監
察
と
審
判
の
両
方

と
も
関
与
す
る
存
在
は
、
帛
戸
梨
蜜
多
羅
と
同
時
代
の
葛
洪
に
よ
る
道
教
の
書

籍
『
抱
朴
子
内
篇
』
に
も
見
出
さ
れ
る
）
18
（

。
同
書
に
よ
れ
ば
、「
三
尸
」
と
い
う

存
在
は
人
が
生
ま
れ
つ
き
に
体
の
内
に
伴
い
、
日
々
の
悪
行
を
記
録
し
、
庚
申

の
日
に
な
る
と
「
司
命
」
に
そ
れ
を
報
告
す
る
。
司
命
は
そ
の
報
告
を
も
と
に

「
筭
」
の
数
を
減
ら
し
て
人
の
寿
命
を
縮
め
る
と
さ
れ
て
い
る
。
の
ち
に
、
本

来
は
道
教
神
の
系
統
に
属
し
て
い
た
司
命
・
司
録
（
あ
る
い
は
司
禄
）
も
、
仏

教
の
世
界
観
へ
と
取
り
込
ま
れ
、
寿
命
の
記
録
や
運
命
を
司
る
存
在
と
し
て
密

教
系
の
諸
経
典
に
お
い
て
明
記
さ
れ
て
い
る
）
19
（

。
宗
教
の
経
典
以
外
に
、
七
世
紀

の
「
斉
士
員
献
陵
造
像
碑
」
の
中
で
も
、「
左
右
童
子
」
と
い
う
人
物
が
登
場

す
る
）
20
（

。
こ
れ
ら
の
作
例
に
お
い
て
は
、
人
の
生
死
を
司
る
神
祇
が
善
行
や
悪
行

の
証
拠
に
も
と
づ
い
て
審
判
を
下
す
と
示
さ
れ
る
。
そ
の
ゆ
え
に
現
世
の
人
間

の
行
為
を
監
察
し
、
証
拠
を
集
め
て
審
判
を
補
佐
す
る
存
在
は
、
審
判
を
成
立

さ
せ
る
上
で
不
可
欠
な
機
能
を
果
た
す
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。

　

時
代
を
下
っ
て
、『
十
王
経
』
で
は
「
司
命
・
司
録
」
及
び
「
善
悪
童
子
」

も
言
及
さ
れ
て
い
る
。
大
陸
か
ら
伝
来
し
た
『
十
王
経
』
の
諸
本
に
お
い
て
、

こ
れ
ら
の
存
在
に
関
す
る
記
述
は
比
較
的
簡
略
で
あ
り
、
善
悪
童
子
が
人
々
の

供
養
の
有
無
を
天
曹
地
府
に
報
告
す
る
と
い
う
機
能
が
明
示
さ
れ
る
に
と
ど
ま

る
）
21
（

。
そ
れ
に
対
し
、『
地
蔵
十
王
経
』
に
お
い
て
は
、
善
悪
童
子
に
つ
い
て
よ

り
詳
細
な
描
写
が
加
え
ら
れ
て
お
り
、
二
人
一
組
の
対
と
し
て
登
場
す
る
こ
と

に
加
え
、
そ
れ
ぞ
れ
が
亡
者
の
善
悪
両
面
を
個
別
に
監
視
す
る
と
い
う
機
能
的

分
担
が
強
調
さ
れ
て
い
る
点
に
、
統
一
さ
れ
た
二
元
論
的
構
造
を
見
出
す
こ
と

が
で
き
る
）
22
（

。
先
行
研
究
に
よ
れ
ば
、
善
悪
童
子
、
司
命
・
司
録
、
ま
た
、
倶
生

神
な
ど
の
存
在
は
、
い
ず
れ
も
同
様
の
役
割
を
担
う
人
物
だ
と
指
摘
さ
れ
て
い

る
）
23
（

。
彼
ら
が
審
判
の
根
拠
を
手
に
入
れ
て
人
間
と
神
様
・
仏
菩
薩
と
つ
な
ぐ
重

要
な
媒
介
と
し
て
認
め
ら
れ
、
中
国
か
ら
日
本
に
か
け
て
、
人
の
寿
命
に
関
わ

る
幅
広
い
信
仰
に
も
受
容
さ
れ
た
。

　

図
像
面
に
お
い
て
、
東
寺
本
と
類
似
し
、
審
判
を
補
佐
す
る
人
物
を
表
現
す

る
時
に
、
童
子
及
び
冥
官
の
組
合
せ
を
示
す
作
例
は
、
京
都
禅
林
寺
蔵
「
十
界

図
」（
図
四
）
や
兵
庫
極
楽
寺
蔵
「
六
道
絵
」
な
ど
に
お
い
て
も
確
認
で
き
る
。

そ
れ
に
、
審
判
を
補
佐
す
る
人
物
の
イ
メ
ー
ジ
を
表
現
し
な
が
ら
、
東
寺
本
で
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の
冥
官
の
姿
や
身
な
り
と
共
通
す
る
図
像
は
、『
別
尊
雜
記
』
の
「
焰
魔
天
曼

荼
羅
」（
図
五
）、
逸
翁
美
術
館
蔵
「
地
蔵
十
王
図
」
な
ど
の
い
く
つ
か
の
作
例

で
見
つ
け
ら
れ
る
。「
焰
摩
天
曼
荼
羅
」
の
場
合
は
、
笏
を
持
つ
者
は
司
命
で

あ
り
、
巻
物
を
持
つ
者
は
司
録
と
確
認
で
き
る
）
24
（

。
平
安
末
期
の
『
別
尊
雜
記
』

の
「
焰
魔
天
曼
荼
羅
」
か
ら
、
彼
ら
は
官
服
を
身
に
つ
け
、
ズ
ボ
ン
と
長
靴
が

見
え
る
姿
に
表
現
さ
れ
る
。
特
に
、
巻
物
を
広
げ
て
報
告
を
し
て
い
る
状
態
が

強
調
さ
れ
る
。
こ
う
し
た
図
像
や
造
形
は
、
鎌
倉
時
代
か
ら
珍
し
い
も
の
で
は

な
い
と
認
め
ら
れ
、
中
で
も
「
焰
摩
天
曼
荼
羅
」
に
関
わ
る
も
の
が
早
い
時
期

か
ら
広
く
流
布
し
た
。
例
え
ば
、
京
都
宝
積
寺
蔵
五
体
の
造
形
や
大
阪
長
泉
寺

蔵
「
閻
魔
王
図
」
な
ど
の
作
例
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
は
、
冥
道
に
関
す
る

信
仰
を
接
点
と
し
て
、
日
本
に
お
い
て
顕
密
両
方
と
も
、
亡
者
の
善
悪
を
監
察

し
て
審
判
を
下
す
根
拠
を
も
つ
人
物
へ
の
関
心
が
高
ま
っ
た
こ
と
を
裏
付
け
る

も
の
で
あ
る
。『
十
王
経
』
に
登
場
す
る
諸
々
神
祇
の
中
で
、
東
寺
本
が
「
善

業
童
子
」
と
「
司
命
司
録
」
を
選
択
し
た
背
景
に
、
顕
密
両
方
で
強
調
さ
れ
た

人
物
の
職
能
や
図
像
表
現
と
の
接
点
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

　

な
お
、
東
寺
本
の
五
道
転
輪
王
は
目
を
大
き
く
開
け
て
髭
を
両
束
に
分
け
て

い
る
顔
を
し
て
お
り
、
忿
怒
相
の
天
王
像
や
明
王
像
を
思
わ
せ
る
。
彼
の
服

装
・
ポ
ー
ズ
、
持
物
を
総
合
的
に
考
え
る
と
、
京
都
国
立
博
物
館
蔵
「
閻
魔
天

曼
荼
羅
図
」
及
び
東
京
国
立
博
物
館
蔵
「
木
造
愛
染
明
王
坐
像
」
の
扉
で
描
か

れ
た
閻
魔
天
が
図
像
面
で
非
常
に
似
て
い
る
例
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。『
白

宝
口
抄
』
の
中
で
、
焔
摩
王
の
呪
が
五
道
大
神
の
真
言
と
し
て
共
用
で
き
る
由

緒
を
解
説
し
た
部
分
が
見
ら
れ
、
両
者
が
生
死
に
関
わ
る
重
要
な
神
祇
と
見
な

図四　十三世紀、「十界図」（地蔵幅）、
京都禅林寺蔵

図五　平安末期、「焰魔天曼荼羅」、『別尊雜記』
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さ
れ
て
紛
れ
た
可
能
性
を
示
し
た
）
25
（

。
二
尊
院
本
「
十
王
図
」
に
武
官
の
姿
と
し

て
描
か
れ
た
太
山
王
を
加
え
て
考
え
る
と
、
中
世
に
お
い
て
焰
摩
天
や
閻
魔
王

と
五
道
転
輪
王
や
太
山
王
と
の
複
雑
な
関
係
が
う
か
が
え
、
死
後
世
界
を
司
る

神
祇
が
日
本
へ
伝
来
し
た
後
に
混
淆
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

（
三
）
中
陰
世
界
の
本
地
仏

　

次
に
、
東
寺
本
で
表
現
さ
れ
た
十
王
及
び
そ
の
本
地
仏
に
目
を
向
け
て
み
よ

う
。

　

先
行
研
究
に
よ
れ
ば
、
日
本
製
の
十
王
図
像
に
登
場
す
る
本
地
仏
は
、
日
本

化
さ
れ
た
特
徴
的
な
図
像
要
素
で
あ
る
と
指
摘
さ
れ
る
。
そ
れ
ら
の
作
例
に
お

い
て
は
、
本
地
仏
は
十
王
の
側
に
配
さ
れ
る
こ
と
が
通
例
で
あ
り
、
十
王
図
像

と
十
仏
の
配
置
方
式
と
が
、
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
伝
統
に
基
づ
い
て
描
か
れ
て
い

る
こ
と
は
一
目
瞭
然
と
言
え
る
。
し
か
し
、
東
寺
本
で
は
、
本
地
仏
の
具
体
的

な
像
容
が
描
か
れ
て
お
ら
ず
、
十
仏
菩
薩
の
尊
格
と
真
言
の
種
字
の
み
が
記
さ

れ
る
。
類
似
す
る
作
例
は
、
京
都
禅
林
寺
蔵
十
三
世
紀
の
「
十
界
図
」、
大
阪

水
尾
弥
勒
堂
蔵
十
四
世
紀
の
「
六
道
十
王
図
」
な
ど
に
も
認
め
ら
れ
る
。
中
国

及
び
朝
鮮
半
島
の
諸
作
例
を
検
証
す
る
と
、
東
寺
本
に
表
現
さ
れ
る
十
王
の
図

像
化
の
あ
り
方
に
お
い
て
一
つ
の
特
徴
を
示
し
、
特
に
十
王
の
服
装
と
椅
子
に

お
い
て
異
な
る
表
現
で
あ
る
と
確
認
で
き
る
。
東
寺
本
の
一
部
の
十
王
は
、
宝

冠
の
形
及
び
そ
の
後
に
つ
け
て
い
る
冠
帯
、
服
装
で
は
天
衣
や
鰭
袖
な
ど
の
装

飾
が
加
え
ら
れ
た
。
こ
れ
ら
は
、
中
国
や
朝
鮮
半
島
の
十
王
の
図
像
に
描
か
れ

た
世
俗
的
な
帝
王
の
服
装
と
異
な
り
、
か
え
っ
て
菩
薩
や
天
王
の
服
装
と
融
合

図六　「北斗曼荼羅」、『図像抄』図七　鎌倉時代、「熊野曼荼羅図」、
和歌山県立博物館蔵
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し
た
中
国
風
の
男
神
の
服
装
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
一
部
の
十
王

が
座
っ
て
い
る
椅
子
の
調
度
は
、
二
本
の
細
い
棒
で
表
現
さ
れ
、
他
の
十
王
の

図
像
で
は
見
当
た
ら
な
い
形
式
で
あ
る
。

　

中
国
風
の
服
装
を
着
用
し
て
い
る
神
祇
を
十
王
の
図
像
以
外
ま
で
拡
大
し
て

見
る
と
、
大
陸
か
ら
の
信
仰
と
関
わ
る
諸
々
の
曼
荼
羅
や
俗
形
の
男
神
を
描
か

れ
る
垂
迹
美
術
に
、
い
く
つ
か
の
例
が
見
つ
け
ら
れ
る
。
具
体
的
に
言
え
ば
、

『
図
像
抄
』
の
「
北
斗
曼
荼
羅
」
で
の
北
斗
七
星
（
図
六
）、『
別
尊
雜
記
』
の
「
焰

魔
天
曼
荼
羅
」
で
の
太
山
府
君
、
さ
ら
に
、「
熊
野
曼
荼
羅
図
」
で
描
か
れ
た

中
御
前
速
玉
之
男
神
（
図
七
）
は
、
い
ず
れ
も
中
国
風
の
服
装
と
菩
薩
や
天
王

の
冠
帯
や
鰭
袖
が
つ
い
て
い
る
服
装
の
組
み
合
わ
せ
が
見
ら
れ
、
東
寺
本
の
十

王
の
図
像
と
の
共
通
点
が
観
察
さ
れ
る
。
そ
れ
に
、
十
王
の
椅
子
の
調
度
様
式

に
つ
い
て
も
、
い
く
つ
か
の
神
道
美
術
や
垂
迹
美
術
に
お
い
て
類
似
す
る
調
度

が
確
認
で
き
る
。例
え
ば
、平
安
末
期
に
遡
る
作
例
に
お
い
て
、「
男
神
対
向
像
」

（
図
八
）
や
「
男
神
鏡
像
」
で
の
神
様
が
二
本
の
細
い
棒
か
ら
な
る
笠
木
を
も

つ
椅
子
で
座
る
様
子
が
表
現
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
奈
良
国
立
博
物
館
蔵
十

三
世
紀
の
「
金
銅
山
王
十
社
本
地
懸
仏
」（
図
九
）
の
後
ろ
に
つ
い
た
調
度
が

二
本
の
細
い
棒
か
ら
な
る
笠
木
の
椅
子
か
ら
簡
略
化
さ
れ
た
鳥
居
状
の
調
度
へ

変
化
し
た
様
式
と
み
な
さ
れ
る
。
類
似
す
る
作
例
は
「
焰
摩
天
曼
荼
羅
」（
図
十
、

益
田
孝
氏
蔵
本
）
の
太
山
府
君
の
後
ろ
に
つ
い
た
調
度
に
も
見
ら
れ
る
。
こ
う

し
た
調
度
は
さ
ら
に
中
世
に
お
い
て
、
滋
賀
正
源
寺
蔵
「
日
吉
山
王
曼
荼
羅
図
」

（
図
十
一
）
や
奈
良
西
大
寺
蔵
「
吉
野
曼
荼
羅
」
な
ど
の
垂
迹
美
術
で
本
地
神

の
後
ろ
に
つ
い
た
鳥
居
と
し
て
念
入
り
に
描
き
出
さ
れ
て
い
る
。
東
寺
本
で
十

王
の
後
ろ
に
つ
い
た
二
本
の
細
い
棒
で
表
現
さ
れ
た
椅
子
の
調
度
は
、
額
装
な

し
の
鳥
居
と
合
致
し
、
垂
迹
美
術
に
お
け
る
表
現
形
式
と
の
あ
い
だ
に
一
定
の

共
通
性
を
有
し
て
い
る
と
推
測
さ
れ
る
。

　

東
寺
本
以
外
に
、
垂
迹
美
術
の
形
式
と
共
通
す
る
十
王
の
図
像
は
、
奈
良
国

立
博
物
館
蔵
「
十
王
十
仏
図
」（
図
十
二
）
で
も
見
つ
け
ら
れ
る
。
十
王
が
各
々

の
十
仏
と
併
せ
て
描
か
れ
た
形
式
は
奈
良
宝
山
寺
や
静
嘉
堂
文
庫
美
術
館
蔵

「
春
日
本
迹
曼
荼
羅
」（
図
十
三
）
と
合
致
し
て
い
る
。
ま
た
、
愛
知
密
蔵
院
蔵

「
地
蔵
十
王
図
」
に
は
、
垂
迹
美
術
で
神
祇
の
衝
立
の
一
類
の
形
式
も
採
用
さ
れ
、

こ
れ
が
従
来
の
十
王
図
像
に
見
当
た
ら
な
い
形
式
だ
と
先
学
が
確
認
し
た
）
26
（

。
こ

の
衝
立
は
、
高
さ
を
揃
え
た
三
扇
構
成
で
あ
り
、
中
央
部
が
幅
広
く
、
左
右
の

二
扇
が
や
や
狭
い
と
い
う
形
式
を
と
っ
て
い
る
。
従
来
の
十
王
図
像
に
お
い
て

十
王
が
一
面
の
大
き
な
屏
風
の
前
に
着
座
す
る
形
式
と
は
異
な
る
構
成
で
あ
り
、

図
像
的
に
も
注
目
す
べ
き
相
違
点
で
あ
る
。
類
似
す
る
作
例
は
茨
城
千
妙
寺
蔵

十
四
世
紀
後
半
か
ら
十
五
世
紀
前
半
と
み
な
さ
れ
る
「
十
仏
十
王
図
」
で
確
認

で
き
、
垂
迹
美
術
か
ら
十
王
図
像
へ
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
が
看
取
で
き
る
）
27
（

。

　

総
じ
て
言
え
ば
、
東
寺
本
に
お
い
て
、
中
陰
世
界
の
本
地
仏
は
直
接
的
に
表

現
さ
れ
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
本
地
仏
の
真
言
種
字
及
び
十
王
の
服
装
と
調
度

は
手
が
か
り
を
示
し
、
本
地
垂
迹
か
ら
影
響
を
受
け
た
結
果
と
認
め
ら
れ
る
。

こ
う
し
た
表
現
は
、『
十
王
経
』
で
「
閻
王
奉
法
願
弘
揚
。
普
告
人
天
衆
道
場
。

使
我
薬
叉
斉
守
護
。
不
令
隐
沒
永
流
行
」
と
書
か
れ
た
よ
う
に
、
十
王
が
垂
迹

の
神
祇
と
し
て
仏
法
の
普
及
に
努
め
る
性
格
を
も
つ
と
理
解
で
き
る
。

　

以
上
、
中
陰
へ
の
入
り
口
、
中
陰
の
審
判
を
補
佐
す
る
人
物
、
ま
た
、
中
陰
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図十　「焰摩天曼荼羅」、
益田孝氏蔵本

図十一　南北朝時代、「日吉山王曼荼羅図」、
滋賀正源寺蔵

図八　平安末期、
「男神対向像」、個人蔵

図九　十三世紀、「金銅山王十社本地懸仏」、
奈良国立博物館蔵

図十二　十三世紀、「十王十仏図」、
奈良国立博物館蔵

図十三　十四世紀、「春日本迹曼荼羅」、
静嘉堂文庫美術館蔵
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世
界
の
本
地
仏
に
つ
い
て
、
東
寺
本
の
図
像
を
分
析
し
た
。
こ
う
し
た
日
本
化

さ
れ
た
箇
所
は
『
十
王
経
』
の
テ
キ
ス
ト
や
中
国
、
朝
鮮
半
島
の
図
像
伝
統
か

ら
展
開
し
、
日
本
の
説
話
、
密
教
図
像
、
本
地
垂
迹
画
と
の
接
点
と
な
る
こ
と

が
確
認
で
き
る
。
以
下
、
こ
う
し
た
特
徴
を
、
平
安
末
期
か
ら
中
世
前
半
に
か

け
て
、
中
陰
の
追
善
供
養
の
展
開
に
伴
う
十
王
信
仰
の
受
容
環
境
と
結
び
つ
け
、

理
解
し
て
み
よ
う
。

四
　
中
世
日
本
に
お
け
る
追
善
供
養
の
展
開
と
十
王
信
仰

（
一
）
追
善
供
養
に
お
け
る
顕
密
関
係
と
十
王
信
仰

　

追
善
と
逆
修
の
観
念
は
、『
十
王
経
』
が
日
本
へ
伝
来
す
る
以
前
、
す
で
に

『
梵
網
経
』・『
灌
頂
経
』・『
地
蔵
菩
薩
本
願
経
』
な
ど
の
経
典
を
通
じ
て
広
が
っ

た
。『
菅
家
文
草
』
に
よ
り
、
九
世
紀
か
ら
貴
族
に
行
わ
れ
る
逆
修
法
事
が
す

で
に
存
在
し
、
阿
弥
陀
像
の
供
養
や
浄
土
系
経
典
の
写
経
な
ど
の
行
事
は
、
当

時
の
追
善
や
逆
修
が
阿
弥
陀
浄
土
信
仰
と
密
接
に
つ
な
が
っ
て
い
た
と
知
ら
れ

て
い
る
）
28
（

。

　

そ
の
後
、
中
世
初
頭
に
は
多
く
の
追
善
や
逆
修
の
行
事
の
記
録
に
お
い
て
、

密
教
曼
荼
羅
を
供
養
し
た
例
、
ま
た
は
、
護
摩
儀
式
を
行
っ
た
例
が
ま
す
ま
す

増
え
て
き
た
。
大
江
匡
房
が
書
い
た
中
陰
追
善
の
た
め
の
願
文
に
よ
れ
ば
、
密

教
の
胎
蔵
金
剛
曼
荼
羅
、
さ
ら
に
は
法
華
曼
荼
羅
も
行
事
で
配
置
さ
れ
た
と
い

う
こ
と
が
わ
か
る
）
29
（

。
そ
れ
だ
け
で
な
く
、『
転
法
輪
抄
』
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、

五
七
日
の
法
会
で
は
、
護
摩
儀
式
を
通
じ
て
追
善
が
行
わ
れ
た
）
30
（

。
平
安
末
期
か

ら
鎌
倉
時
代
に
か
け
て
の
数
多
く
の
例
を
通
じ
て
、
日
本
に
お
け
る
中
陰
追
善

と
逆
修
は
、
仏
教
の
輪
廻
観
を
基
礎
と
し
て
浄
土
信
仰
に
受
容
さ
れ
る
も
の
と

認
め
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
追
善
や
逆
修
の
法
事
を
重
ん
じ
て
い
た
過
程
に
、
浄

土
信
仰
に
よ
る
観
想
念
仏
や
称
名
念
仏
以
外
の
行
儀
が
加
え
ら
れ
る
場
合
に
は
、

密
教
と
の
結
び
つ
き
が
次
第
に
強
化
さ
れ
て
い
た
と
推
定
で
き
る
。
こ
う
し
た

顕
密
関
係
に
お
い
て
、
中
陰
世
界
の
十
王
の
受
容
過
程
は
浄
土
教
の
教
理
と
つ

な
が
り
な
が
ら
、
追
善
や
逆
修
の
活
動
と
密
教
の
儀
式
と
も
密
接
な
関
係
を
も

つ
も
の
と
し
て
理
解
で
き
る
。
例
え
ば
、『
普
通
唱
導
集
』
の
序
文
で
は
、
中

陰
に
関
わ
る
行
事
に
お
い
て
顕
密
両
方
が
補
完
し
合
う
役
割
を
果
た
す
こ
と
が

明
記
さ
れ
る
）
31
（

。

予
ア
ラ
カ
シ
メ

聚
ム

三
宝
讚
歎
之
詞
ハ
ヲ

殊
ニ

就
テ

密
教
之
軌
儀
ニ　

兼
訪
フ

顕
宗
之
経
論
ヲ

分
テ

編
ン
テ

上
中
下
本
末
六
帖
ヲ　

名
テ

曰
フ

普
通
唱
導
集
ト

　

す
な
わ
ち
、
密
教
の
軌
儀
と
顕
教
の
経
典
と
の
組
み
合
わ
せ
は
追
善
供
養
の

唱
導
に
対
し
て
重
要
だ
と
知
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
、
同
書
で
は
十
王
の
本
地

仏
及
び
そ
の
密
教
の
真
言
種
字
に
つ
い
て
の
解
説
も
な
さ
れ
る
。
密
教
に
関
わ

る
儀
式
に
現
わ
れ
る
本
尊
と
し
て
生
ま
れ
る
本
地
仏
及
び
そ
の
種
字
は
、
東
寺

本
に
も
現
わ
れ
、
密
教
以
外
に
本
地
垂
迹
説
も
東
寺
本
に
受
容
さ
れ
た
と
推
定

で
き
る
）
32
（

。

　

例
え
ば
、『
私
聚
百
因
緣
集
』
の
序
で
は
、
以
下
の
通
り
に
、
十
王
と
十
仏
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と
の
関
係
を
説
明
す
る
）
33
（

。

夫
レ

以
レ
ハ

諸
仏
菩
薩
。
示
ス
（
コ
ト
）

本
迹
ヲ

爲
メ
ナ
リ

一
切
衆
生
ノ

悟
テ

迷
覚
ヲ

令
メ
ン
カ

達
メ

自
心
現
ト

捨
テ

悪
ヲ

修
セ

善
ヲ

也
。

所
以
ヘ
ニ

十
大
王
ハ

者
則
チ

十
波
羅
蜜
ノ

因
ナ
リ

。

十
聖
賢
者
十
度
之
果
也
。
思
テ

而
モ

可
シ

知
ル

。

爲
メ
ニ

令
ン
カ

停
止
十
悪
ヲ

現
シ

十
官
ノ

形
ヲ

。

爲
メ
ニ

令
メ
ン

修
習
十
善
ヲ

顕
ス

十
仏
陀
ヲ

。

是
レ

則
チ

誡
メ
テ

十
獄
ノ

重
罪
ヲ

。
彰
ス

十
利
ノ

感
楽
ヲ

。

　

つ
ま
り
、
十
王
と
十
仏
の
異
な
る
形
に
よ
り
、
悪
行
を
止
め
さ
せ
、
善
行
を

行
わ
せ
る
目
的
が
達
成
で
き
る
。
本
尊
と
し
て
の
十
仏
に
対
し
、
十
王
が
本
地

神
と
し
て
位
置
つ
け
ら
れ
る
。
十
王
本
地
の
供
養
も
、
応
永
五
年
（
一
三
九
八
）

賢
宝
が
入
滅
し
た
後
の
東
寺
の
中
陰
行
事
で
、
密
教
の
光
明
真
言
の
次
に
行
わ

れ
た
）
34
（

。
こ
う
し
た
具
体
的
な
作
例
か
ら
、
密
教
と
し
て
も
、
本
地
垂
迹
と
し
て

も
、
十
王
信
仰
の
受
容
に
つ
い
て
は
、
い
ず
れ
も
亡
者
が
死
後
の
中
陰
か
ら
早

め
に
離
れ
て
往
生
で
き
る
願
い
と
関
連
す
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

（
二
）
臨
終
行
儀
と
つ
な
が
る
中
世
日
本
の
中
陰
理
解

　

上
述
し
た
よ
う
に
、
追
善
供
養
が
展
開
し
て
い
た
過
程
で
、
十
王
信
仰
は
中

世
宗
教
の
顕
密
関
係
に
お
い
て
受
容
さ
れ
、
中
陰
に
対
す
る
人
々
の
理
解
を
一

層
豊
か
な
も
の
へ
深
化
さ
せ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
東
寺
本
と
類
似
す
る
も

う
一
つ
の
作
例
は
観
智
院
金
剛
蔵
聖
教
の
第
二
十
二
箱
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
例
で
は
『
大
吉
祥
天
女
十
二
名
号
経
』
と
『
十
王
経
』
も
表
裏
一
巻
に
書

写
さ
れ
た
）
35
（

。
現
世
利
益
を
強
調
す
る
密
教
経
典
が
、
死
後
救
済
を
主
眼
と
す
る

『
十
王
経
』
と
同
体
に
扱
わ
れ
る
点
は
、
人
々
が
生
死
の
両
界
に
わ
た
り
、
異

な
る
性
格
を
有
す
る
宗
派
の
信
仰
を
受
け
つ
つ
救
済
を
求
め
て
い
た
こ
と
を
示

唆
す
る
も
の
で
あ
る
。
写
経
の
作
例
の
み
な
ら
ず
、『
菩
提
心
別
記
）
36
（

』・『
法
事

讃
私
記
）
37
（

』・『
拾
珠
抄
）
38
（

』
な
ど
の
諸
文
献
に
お
い
て
も
、
中
陰
に
お
け
る
十
王
審

判
に
関
す
る
記
述
が
見
出
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
中
世
に
お
け
る
諸
宗
派
の
僧

侶
た
ち
は
、
中
陰
に
対
し
て
、
十
王
信
仰
と
の
関
わ
り
を
持
ち
な
が
ら
理
解
を

深
め
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
例
え
ば
、『
往
生
要
集
意
義
』
に
よ
る
と

「
六
識
去
テ

雖
期
ス
ト

断
罪
ノ

庭
ヲ

。
依
身
ハ

無
シ

分
別
ノ

主
八
識
。
殘
ニ

而
モ

有
遺
骸
。

是
レ

則
チ

氣
絕
テ

身
煖
ナ
ル

之
程
歟
。
云
云
）
39
（

」
と
い
う
文
は
臨
終
の
息
が
絶
え
た
後

に
来
る
中
陰
の
期
間
が
十
王
審
判
と
つ
な
が
り
、
臨
終
│
絶
息
│
中
陰
と
い
う

三
者
の
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
。

　

こ
こ
で
改
め
て
、
東
寺
本
が
『
往
生
要
集
』
の
「
臨
終
行
儀
」
と
表
裏
一
体

に
書
写
さ
れ
た
と
い
う
特
徴
に
注
目
し
た
い
。

　
「
臨
終
行
儀
」
と
は
、『
往
生
要
集
』
の
大
文
第
六
「
別
時
念
仏
第
二
」
に
属

し
、
病
中
の
人
を
看
病
し
つ
つ
看
取
り
往
生
へ
と
促
す
た
め
の
念
仏
の
作
法
が

細
か
く
記
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
こ
に
死
後
世
界
で
あ
る
中
陰
と

い
う
概
念
は
含
ま
れ
て
お
ら
ず
、
閻
魔
王
を
は
じ
め
と
す
る
十
王
の
存
在
感
は

希
薄
で
あ
る
。『
往
生
要
集
』
が
成
立
し
た
平
安
時
代
中
期
の
日
本
に
お
い
て
、

死
後
の
中
陰
世
界
に
つ
い
て
の
体
系
的
理
解
は
ほ
と
ん
ど
進
展
し
て
い
な
か
っ
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た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。
一
方
、『
往
生
要
集
』
の
「
臨
終
行
儀
」
に
お
い
て
は
、

臨
終
の
際
に
い
ろ
い
ろ
な
注
意
事
項
が
論
じ
ら
れ
る
。
中
で
も
、「
十
正
臨
終

時
」
に
は
、
平
生
悪
行
を
重
ね
た
者
が
臨
終
の
滅
罪
を
行
う
こ
と
で
、
い
か
に

順
調
に
往
生
で
き
る
か
に
つ
い
て
、
以
下
の
よ
う
に
述
べ
る
。「
今
此
下
品
等

三
人
。
雖
復
生
来
造
罪
。
終
時
遇
善
知
識
。
至
心
念
仏
。
以
念
仏
故
。
滅
多
劫

罪
成
勝
功
徳
。
感
得
宝
池
中
華
来
迎
）
40
（

」。
臨
終
の
最
期
に
お
い
て
亡
者
に
滅
罪

を
行
う
こ
と
が
重
視
さ
れ
た
背
景
に
は
、
こ
の
時
の
一
念
の
差
異
が
、
次
な
る

転
生
の
行
方
に
重
大
な
影
響
を
及
ぼ
す
と
す
る
認
識
が
存
在
し
て
い
た
と
考
え

ら
れ
る
）
41
（

。
そ
の
理
論
的
根
拠
は
、
す
で
に
源
信
以
前
の
天
台
宗
の
千
観
が
書
い

た
『
十
願
発
心
記
』
に
も
見
ら
れ
、
そ
こ
で
は
臨
終
時
に
現
れ
る
「
三
種
の
愛
」、

す
な
わ
ち
、
境
界
愛
・
自
体
愛
・
当
生
愛
と
い
う
三
つ
の
愛
執
に
起
因
す
る
と

さ
れ
る
。
中
で
も
、
当
生
愛
は
「
正
命
終
時
見
中
有
身
迎
来
。
即
愛
其
当
有
生

也
）
42
（

」
と
解
説
さ
れ
、
臨
終
の
一
念
に
中
陰
と
の
つ
な
が
り
が
出
来
る
と
考
え
ら

れ
る
。
平
安
時
代
の
源
信
に
よ
る
『
往
生
要
集
』
以
降
、
臨
終
行
儀
に
関
す
る

諸
実
践
へ
の
関
心
は
高
ま
る
一
方
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
根
本
原
理
に
つ
い
て
は
、

あ
ま
り
深
く
論
じ
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

　

平
安
後
期
か
ら
中
世
に
か
け
て
、
湛
秀
、
法
然
、
貞
慶
を
は
じ
め
と
す
る
中

世
の
僧
侶
た
ち
は
、
三
種
の
愛
の
生
起
に
関
す
る
理
論
を
あ
ら
た
め
て
詳
し
く

論
じ
る
よ
う
に
な
る
。
な
か
で
も
貞
慶
の
『
命
終
心
相
』
に
お
い
て
は
、
こ
れ

ら
三
種
の
愛
が
い
か
に
し
て
生
じ
る
の
か
と
い
う
過
程
が
検
討
さ
れ
て
お
り
、

そ
の
中
で
中
陰
が
死
後
往
生
及
び
因
果
応
報
の
関
係
を
達
成
で
き
る
一
環
と
し

て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
点
が
注
目
さ
れ
る
）
43
（

。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
中
陰
の
追

善
や
逆
修
を
重
視
す
る
こ
と
は
、
臨
終
の
際
に
、
三
種
の
愛
が
一
念
に
生
起
す

る
そ
の
刹
那
に
、
滅
罪
し
つ
つ
、
阿
弥
陀
仏
の
来
迎
を
願
う
正
念
を
強
め
、
最

終
的
に
極
楽
往
生
を
果
た
す
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ

る
。
ま
た
、
こ
れ
と
近
い
時
代
に
お
い
て
、
高
僧
・
貴
族
層
の
間
で
は
、
臨
終

行
儀
の
実
践
に
加
え
、
死
後
の
中
陰
に
働
き
か
け
る
逆
修
や
追
善
の
意
義
が
一

層
強
く
意
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
。
た
と
え
ば
、『
転
法
輪
抄
』
に
は

安
居
院
聖
覚
が
後
白
河
法
皇
の
た
め
に
第
十
四
回
目
の
逆
修
を
行
っ
た
こ
と
が

記
さ
れ
て
お
り
）
44
（

、
さ
ら
に
、
宣
陽
門
院
の
発
願
に
よ
り
成
賢
が
建
立
し
た
南
禅

院
に
お
い
て
も
、
臨
終
及
び
追
善
を
目
的
と
し
た
儀
礼
空
間
が
含
ま
れ
て
い
る

点
は
先
学
に
よ
っ
て
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
）
45
（

。
こ
う
し
た
時
代
背
景
か
ら
見

る
と
、
中
世
日
本
で
『
往
生
要
集
』
が
浄
土
往
生
信
仰
の
手
引
き
と
し
て
広
く

参
照
さ
れ
る
中
で
、
次
第
に
同
書
と
中
陰
世
界
と
の
接
続
が
不
可
欠
な
課
題
と

な
る
。
そ
の
中
で
、
最
も
典
型
的
な
著
述
は
貞
慶
の
『
臨
終
之
用
意
』
及
び
良

忠
の
『
看
病
用
心
鈔
』
と
言
え
る
。『
臨
終
之
用
意
』
の
中
で
、
臨
終
時
だ
け

で
な
く
死
後
に
も
引
き
続
き
念
仏
の
声
を
聞
か
せ
る
こ
と
を
以
下
の
通
り
に
述

べ
る
。

　

既
ニ

終
テ

後
一
時
計
モ

耳
ニ

可
ヘ
シ

唱
入
也
。
上
ハ

死
タ
ル

ヤ
ウ
ナ
レ
ト
モ

、
底
ニ
ハ

心
ア
リ

。

或
ハ

魂
シ
イ

去
リ
ヤ
ラ
ズ
シ
テ
、
死
人
ノ

ア
タ
リ
ニ

、
有
テ

称
名
ヲ

聞
ス
レ
ハ

、
彼
ノ

悪
道
ニ

可
キ

入
者
ナ
レ
ト
モ
、
中
有
ヨ
リ

改
メ
テ

浄
土
ニ

生
ス
ル

故
ナ
リ
）
46
（

。

　

良
忠
は
貞
慶
に
大
き
な
影
響
を
受
け
て
『
看
病
用
心
鈔
』
に
も
臨
終
か
ら
中
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陰
へ
の
念
仏
が
亡
者
の
往
生
を
助
け
、
中
陰
の
審
判
か
ら
の
救
済
へ
と
つ
な
が

る
こ
と
が
明
記
さ
れ
て
い
る
）
47
（

。
す
な
わ
ち
、
病
者
に
対
す
る
念
仏
は
、
単
に
臨

終
の
瞬
間
に
限
ら
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
前
の
看
病
か
ら
、
後
の
葬
送
儀

礼
や
追
善
供
養
に
至
る
ま
で
、
連
続
的
な
関
与
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
る
も
の

だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

実
際
、『
十
王
経
』
に
お
い
て
も
、
亡
者
の
た
め
に
滅
罪
が
か
な
え
ら
れ
る

点
も
強
調
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、「
在
生
之
日
。
殺
父
害
母
。
破
斎
破
戒
。

殺
猪
牛
羊
鶏
狗
毒
虵
。
一
切
重
罪
応
入
地
獄
十
劫
五
劫
。
若
造
此
経
及
諸
尊
像
。

記
在
業
鏡
。
閻
王
歓
喜
。
判
放
其
人
。
生
富
貴
家
。
免
其
罪
過
」、
ま
た
、「
十

斎
具
足
。
免
十
悪
罪
。
放
其
生
天
」
の
通
り
に
、
悪
報
の
結
果
を
免
れ
る
た
め

に
、『
十
王
経
』
に
従
っ
て
念
仏
や
斎
儀
を
行
う
と
、
臨
終
や
死
後
滅
罪
の
願

い
も
達
成
で
き
る
と
知
ら
れ
て
い
る
）
48
（

。
一
方
で
、
同
経
で
は
、
浄
土
往
生
の
利

益
に
関
す
る
記
述
も
見
ら
れ
、
そ
の
意
義
は
単
な
る
滅
罪
に
と
ど
ま
ら
な
い
広

が
り
を
有
し
て
い
る
こ
と
が
窺
え
る
。
例
え
ば
、「
造
経
読
誦
人
。
忽
爾
謝
報
齢
。

天
王
恒
引
接
。
菩
薩
捧
花
迎
。
随
心
往
浄
土
。
八
百
億
千
生
。
修
行
満
證
入
。

金
剛
三
昧
城
」
と
い
う
文
の
中
で
、『
十
王
経
』
を
念
ず
る
利
益
に
は
浄
土
往

生
も
含
ま
れ
る
と
伺
え
る
）
49
（

。
つ
ま
り
、『
十
王
経
』
の
内
容
に
お
い
て
、
中
陰

世
界
の
審
判
に
遭
遇
し
て
も
、
最
終
的
に
浄
土
往
生
も
か
な
え
る
と
見
出
す
こ

と
が
で
き
る
。

　

こ
う
し
て
み
る
と
、「
臨
終
」
と
い
う
死
の
直
前
の
儀
礼
を
定
め
た
「
臨
終

行
儀
」
と
、「
追
善
」
と
い
う
死
後
の
時
間
の
儀
礼
と
関
わ
る
『
十
王
経
』
を

組
み
合
わ
せ
る
こ
と
で
、
よ
り
総
合
的
で
確
実
な
往
生
を
達
成
し
よ
う
と
す
る

意
図
が
浮
き
彫
り
と
な
る
。
こ
の
意
味
か
ら
、
東
寺
本
に
対
し
、
中
世
に
お
け

る
新
た
な
中
陰
理
解
が
鮮
や
か
に
示
さ
れ
て
い
る
と
言
え
る
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

　

以
上
、
本
論
文
は
東
寺
本
を
中
心
と
し
て
、
中
世
日
本
に
お
け
る
中
陰
世
界

の
構
築
と
展
開
に
つ
い
て
考
察
し
た
。

　

ま
ず
、『
十
王
経
』
の
全
体
像
及
び
そ
の
中
で
見
ら
れ
る
中
陰
世
界
の
構
築

を
概
観
し
た
。
中
国
で
成
立
し
た
『
十
王
経
』
に
基
づ
く
「
十
王
経
図
巻
」
に

は
、
中
陰
世
界
に
お
け
る
十
王
審
判
の
描
写
が
ふ
ん
だ
ん
に
加
え
ら
れ
、
具
体

的
か
つ
現
実
感
が
あ
る
中
陰
世
界
を
示
し
て
い
る
。
そ
の
図
巻
は
、
朝
鮮
半
島

及
び
日
本
の
系
譜
へ
と
続
い
て
お
り
、
東
寺
本
も
そ
こ
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
。

　

次
に
、
海
印
寺
本
か
ら
東
寺
本
へ
の
展
開
を
考
察
し
、
東
寺
本
は
高
麗
時
代

に
再
刊
さ
れ
た
海
印
寺
本
と
近
い
関
係
を
持
つ
も
の
の
、
日
本
化
さ
れ
た
箇
所

が
多
く
含
ま
れ
る
こ
と
を
具
体
的
に
指
摘
し
た
。
特
に
、
奈
河
の
場
面
、
童
子

や
冥
官
の
持
物
及
び
姿
態
、
五
道
転
輪
王
の
顔
、
十
王
の
服
装
と
調
度
は
中
国

や
朝
鮮
半
島
の
伝
統
を
継
承
し
て
い
る
一
方
で
、
日
本
の
説
話
、
密
教
図
像
、

本
地
垂
迹
画
と
の
接
点
を
も
つ
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。

　

最
後
に
、
平
安
末
期
か
ら
中
世
前
半
に
か
け
て
追
善
供
養
の
展
開
に
伴
う
十

王
信
仰
の
受
容
環
境
に
お
い
て
東
寺
本
の
特
徴
を
検
討
し
た
。
本
論
文
で
は
、

日
本
中
世
の
十
王
信
仰
が
、
浄
土
、
密
教
及
び
本
地
垂
迹
説
が
融
合
し
た
宗
教

信
仰
を
背
景
に
展
開
し
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
な
お
、
中
世
日
本
で
は
、
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中
陰
が
死
後
世
界
の
一
環
と
し
て
重
視
さ
れ
、
臨
終
行
儀
の
中
に
も
取
り
入
れ

ら
れ
て
い
っ
た
。
臨
終
に
際
し
て
の
滅
罪
に
関
す
る
修
法
や
、
死
後
間
を
置
か

ず
し
て
行
わ
れ
る
の
追
善
仏
事
は
い
ず
れ
も
中
陰
と
関
与
す
る
行
法
と
し
て
顕

密
両
方
で
展
開
し
た
。『
往
生
要
集
』
の
「
臨
終
行
儀
」
と
表
裏
一
体
に
書
写

さ
れ
る
東
寺
本
は
こ
う
し
た
思
想
環
境
に
お
い
て
成
立
し
た
作
例
と
し
て
、
中

国
や
朝
鮮
半
島
か
ら
伝
来
し
た
仏
典
及
び
図
像
の
伝
統
に
基
づ
き
つ
つ
も
、
日

本
に
お
け
る
新
た
な
中
陰
理
解
の
実
態
を
示
す
典
型
的
な
例
と
位
置
付
け
ら
れ

る
。

注

（
１

） 　

張
総
『「
十
王
経
」
信
仰
│
経
本
成
変
・
図
画
像
彫
与
東
亜
葬
俗
│
』（
上
海
書
店
出

版
社
、
二
〇
二
三
年
）。

（
2
） 　

概
ね
経
文
の
書
写
形
式
及
び
内
容
の
変
更
に
準
じ
て
分
類
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、

経
文
の
書
写
形
式
に
お
い
て
、
長
行
の
散
文
、
挿
絵
や
讃
文
を
持
つ
か
ど
う
か
、
ま
た
、

内
容
に
お
い
て
は
、
逆
修
の
斎
と
追
善
の
斎
の
ど
ち
ら
が
強
調
さ
れ
る
か
に
つ
い
て
で

あ
る
。
以
上
の
分
類
は
、
各
本
に
記
さ
れ
た
経
名
、
十
王
の
名
前
及
び
そ
の
順
、
菩
薩

の
名
前
と
数
、
重
要
な
文
の
異
同
、
逆
修
と
亡
者
追
善
の
内
容
、
さ
ら
に
は
語
彙
の
表

現
な
ど
の
差
異
を
根
拠
と
す
る
。

（
３

） 　

張
総
氏
の
論
で
は
、
第
四
系
と
し
て
中
国
台
州
市
霊
石
寺
塔
の
写
本
、
高
麗
・
朝
鮮

の
刻
本
及
び
そ
の
日
本
の
抄
本
、
ま
た
、
明
時
代
『
閻
羅
王
経
』
の
刻
本
が
分
類
さ
れ

て
い
る
。
ま
た
同
氏
は
、
霊
石
寺
塔
の
写
本
は
敦
煌
出
土
の
諸
本
と
比
べ
、
朝
鮮
半
島

及
び
日
本
の
諸
本
と
の
関
連
性
が
よ
り
高
く
、
三
地
の
間
に
『
十
王
経
』
の
流
転
関
係

に
つ
い
て
等
閑
視
す
べ
き
で
は
な
い
と
指
摘
す
る
。

（
４

） 　

和
泉
市
久
保
惣
記
念
美
術
館
蔵
「
十
王
経
図
巻
」
を
参
照
。

（
５

） 　

和
泉
市
久
保
惣
記
念
美
術
館
蔵
「
十
王
経
図
巻
」
の
第
一
七
日
秦
広
王
及
び
第
七
七

日
太
山
王
の
讃
文
部
分
を
参
照
。

（
６

） 　
『
東
寺
観
智
院
金
剛
蔵
聖
教
目
録
』
第
八
册
（
京
都
府
教
育
委
員
会
、
一
九
七
五
年

か
ら
一
九
八
六
年
、
三
三
六
頁
）。

○　
『
臨
終
行
儀
』
一
卷

　
　
（
南
北
朝
時
代
写
）、
墨
點
（
仮
名
、
南
北
朝
時
代
）、
卷
子

　
　

本
、
褚
紙
、
縦
二
六
・
五
、
五
一
八
・
二
、
一
〇
紙

　
　
〔
外
題
〕
臨
修
行
儀

　
　
〔
內
題
・
尾
題
〕（
ナ
シ
）

　
　
〔
奥
書
〕（
ナ
シ
）

○　

紙
背
ニ
預
修
十
王
生
七
経
ア
リ

（
７

） 　

中
野
玄
三
『
六
道
絵
の
研
究
』（
淡
交
社
、
一
九
八
九
年
、
二
五
六
か
ら
二
六
一
頁
）。

（
８

） 　

中
野
玄
三
『
六
道
絵
の
研
究
』（
淡
交
社
、
一
九
八
九
年
、
三
三
二
頁
）。

（
９

） 　

本
井
牧
子
「『
預
修
十
王
経
』
の
諸
本
」（『
京
都
大
学
国
文
学
論
叢
』
一
一
、
二
〇

〇
四
年
）。

（
10
） 　

韓
国
東
国
大
学
仏
教
記
録
文
化
遺
産
ア
ー
カ
イ
ブ
で
「
예
수
시
왕
생
칠
경
」（
預
修

十
王
生
七
経
）
の
〇
〇
四
三
三
号
を
参
照
。
経
文
の
最
後
に
「
鏤
板
印
施
云
丙
午
三
月

日　

優
婆
塞
鄭
晏　

誌
」
と
い
う
尾
題
が
見
ら
れ
る
。

（
11
） 　

伍
小
劼
「
韓
国
蔵
『
十
王
経
』
異
本
初
探
」（『
文
献
』
三
、
二
〇
一
九
年
）。

（
12
） 　
『
古
今
和
歌
集
』
巻
十
六
（
小
学
館
、
一
九
九
四
年
、
三
一
三
頁
）
で
、
三
途
の
川

の
前
身
と
し
て
の
渡
り
川
が
こ
の
世
と
あ
の
世
の
境
界
線
と
み
な
さ
れ
る
和
歌
が
残
る
。

妹
の
身
ま
か
り
に
け
る
時
よ
み
け
る　

小
野
篁
朝
臣

泣
く
涙
雨
と
降
ら
な
む
渡
り
川
水
ま
さ
り
な
ば
帰
り
く
る
が
に
。

ま
た
、『
三
代
実
録
』
巻
二
（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
〇
年
、
二
五
頁
）
で
、
以
下
の

内
容
が
書
か
れ
る
。

是
以
。
調
御
丈
夫
。
示
林
変
之
悲
。
淨
德
夫
人
。
遺
花
委
之
患
。
上
界
天
人
。
猶
以
不

免
。
下
界
凡
夫
。
何
方
得
遁
。
况
復
奈
河
之
渡
。
平
生
之
財
不
随
。
平
等
之
前
。
君
臣

之
序
無
弁
。
独
生
而
独
死
。
自
作
而
自
受
。

（
13
） 　
（
伝
）
日
蓮
『
十
王
讃
歎
鈔
』（『
平
成
校
定
日
蓮
大
聖
人
御
書
』
第
三
巻
、
日
蓮
正
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宗
総
本
山
大
石
寺
、
二
〇
〇
三
年
、
二
七
六
七
頁
）。

（
14
） 　
『
大
日
本
国
法
華
経
験
記
』
巻
中
（
井
上
光
貞
、
大
曾
根
章
介
校
注
『
往
生
伝
・
法

華
験
記
』、
岩
波
書
店
、
一
九
七
四
年
、
一
三
八
頁
）。

（
15
） 　

蔵
川
述
『
仏
說
地
蔵
菩
薩
発
心
因
緣
十
王
経
』（『
卍
新
纂
大
日
本
続
蔵
経
』
一
、
四

〇
四
頁
）。

（
16
） 　

奪
衣
婆
の
研
究
に
つ
い
て
は
、Chihiro Saka, D

atsueba the Clothes Snatcher 

T
he Evolution of a Japanese Folk D

eity from
 H
ell Figure to Popular 

Savior, BRILL, 2022 
を
参
照
。

（
17
） 　

帛
戸
梨
蜜
多
羅
訳
『
仏
説
灌
頂
七
万
二
千
神
王
護
比
丘
呪
経
』
巻
十
二
（『
大
正
蔵
』

二
一
、
五
三
五
ｃ
か
ら
五
三
六
ａ
頁
）。

（
18
） 　

葛
洪
『
抱
朴
子
内
篇
』
巻
六
（『
正
統
道
蔵
』
太
清
部
、
第
八
六
八
冊
、
五
頁
）
で

以
下
の
内
容
が
見
ら
れ
る
。

天
地
有
司
過
之
神
。
随
人
所
犯
軽
重
。
以
奪
其
算
。
筭
減
則
人
貧
耗
疾
病
。
屡
逢
憂
患
。

筭
尽
則
人
死
。
諸
應
奪
筭
者
。
有
数
百
事
。
不
可
具
論
。
又
言
身
中
有
三
尸
。
三
尸
之

為
物
。
雖
無
形
而
実
魄
霊
鬼
神
之
属
也
。
欲
使
人
早
死
。
此
尸
当
得
作
鬼
。
自
放
縦
遊

行
。
饗
人
祭
酹
。
是
以
每
到
庚
申
之
日
。
輒
上
天
白
司
命
。
道
人
所
為
過
失
。
又
月
晦

之
夜
。
竈
神
亦
上
天
白
人
罪
状
。
大
者
奪
紀
。
紀
者
。
三
百
日
也
。
小
者
奪
筭
。
筭
者
。

三
日
也
。
或
作
一
日
。

（
19
） 　

智
顗
『
釈
禅
波
羅
蜜
次
第
法
門
』
巻
八
（『
大
正
蔵
』
四
六
、
五
三
二
ｃ
頁
）。

（
20
） 　

張
総
「
初
唐
閻
羅
王
図
像
及
び
刻
経
│
以
『
斉
士
員
献
陵
造
像
碑
』
拓
本
為
中
心
│
」

（『
唐
研
究
』
第
六
巻
、
二
〇
〇
〇
年
、
六
頁
）
を
参
照
。「
斉
士
員
献
陵
造
像
碑
」
の

碑
文
で
は
、「
王
教
遣
左
右
童
子
。
錄
破
戒
虧
律
道
俗
。
送
付
長
史
。
令
子
細
勘
。
当

得
罪
者
。
将
過
奉
閻
羅
王
処
分
」
と
書
か
れ
た
内
容
が
見
ら
れ
る
。

（
21
） 　

蔵
川
『
仏
説
預
修
十
王
生
七
経
』（『
卍
新
纂
大
日
本
続
蔵
経
』
一
、
四
〇
八
頁
）
の

描
写
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

諸
大
国
王
。
閻
羅
天
子
。
大
山
府
君
。
司
命
司
錄
。
五
道
大
神
。
地
獄
官
典
悉
来
集
会
。

敬
礼
世
尊
。
合
掌
而
立
。
…
（
中
略
）
…
若
有
善
男
子
善
女
人
。
比
丘
。
比
丘
尼
。
優

婆
塞
。
優
婆
夷
。
預
修
生
七
斎
者
。
每
月
二
時
供
養
三
宝
。
祈
設
十
王
。
修
名
納
状
奏

上
六
曹
。
善
業
童
子
奏
上
天
曹
地
府
官
等
。
記
在
名
案
。

（
22
） 　
『
地
蔵
十
王
経
』（『
卍
新
纂
大
日
本
続
蔵
経
』
一
、
四
〇
五
頁
）
の
描
写
は
以
下
の

通
り
で
あ
る
。

爾
時
世
尊
告
大
衆
言
。
謂
諸
衆
生
有
同
生
神
魔
奴
闍
耶
（
同
生
略
語
）。
左
神
記
悪
。

形
如
羅
刹
。
常
随
不
離
。
悉
記
小
悪
。
右
神
記
善
。
形
如
吉
祥
。
常
随
不
離
。
皆
錄
微

善
。
総
名
双
童
。
亡
人
先
身
若
福
若
罪
諸
業
皆
書
。
尽
持
奏
与
閻
魔
法
王
。
其
王
以
簿

推
問
亡
人
。
筭
計
所
作
。
随
悪
随
善
而
断
分
之
。
…
（
中
略
）
…
双
童
子
形
弉
偈
曰
。

證
明
善
童
子
。
時
不
離
如
影
。
低
耳
聞
修
善
。
無
不
記
微
善
。
證
明
悪
童
子
。
如
響
応

声
体
。
留
目
見
造
悪
。
無
不
錄
小
悪
。

（
23
） 　

長
尾
佳
代
子
「
倶
生
神
の
展
開
」（『
仏
教
文
化
』
一
〇
、
二
〇
〇
〇
年
）、
王
晶
波
「
善

悪
童
子
考
」（『
歴
史
文
献
研
究
』
一
、
二
〇
二
一
年
）。

（
24
） 　
『
白
宝
口
抄
』
巻
百
二
十
七
（『
大
正
蔵
』
図
像
部
七
、
一
六
〇
頁
）
で
は
、「
司
命
事
。

口
云
。
司
命
者
持
笏
也
。
司
祿
事
。
口
云
。
司
祿
者
持
巻
物
也
」
と
解
説
す
る
。

（
25
） 　
『
白
宝
口
抄
』
巻
百
二
十
七
（『
大
正
蔵
』
図
像
部
七
、
一
六
〇
頁
）
で
、
以
下
の
通

り
に
述
べ
る
。

問
。
此
真
言
琰
摩
王
呪
也
。
今
用
五
道
太
神
真
言
。
石
山
次
第
依
何
用
之　

答
。
太
元

軌
以
此
真
言
名
五
道
太
神
真
言
。
依
之
歟
。
文
閻
羅
王
行
法
次
第
出
彼
印
言
。
次
請
五

道
将
軍
王
云
〃
以
此
等
可
知
之
。
又
云
。
若
欲
拔
済
正
報
之
命
者
可
別
供
。
焰
羅
王
五

道
将
軍
即
削
死
籍
付
生
籍
文
行
林
云
。
対
記
珍
和
尚
云
。
五
道
太
神
名
貴
識
神
云
〃
。

（
26
） 　

鷹
巣
純
「
密
蔵
院
所
蔵
地
蔵
十
王
図
に
つ
い
て
」（『
安
城
市
歴
史
博
物
館
研
究
紀
要
』

一
二
、
二
〇
〇
五
年
）。

（
27
） 　

飛
田
英
世
「
一
幅
構
成
の
十
仏
十
王
図
に
つ
い
て
│
月
山
寺
・
千
妙
寺
の
事
例
か
ら

│
」（『
茨
城
県
立
歴
史
館
報
』
五
〇
、
二
〇
二
三
年
）。

（
28
） 　

菅
原
道
真
『
菅
家
文
草
』
巻
十
二
（
鹿
児
島
大
学
附
属
図
書
館
本
、
三
か
ら
四
頁
）。

（
29
） 　

大
江
匡
房
『
江
都
督
納
言
願
文
集
』
巻
三
「
自
料
為
先
妣
周
忌
追
善
供
養
願
文
」（
山

崎
誠
『
江
都
督
納
言
願
文
集
注
解
』、
塙
書
房
、
二
〇
一
〇
年
、
五
四
四
頁
）。
ま
た
、

巻
五
の
「
藤
原
氏
為
亡
夫
七
七
日
追
善
供
養
願
文
」（
同
書
六
一
八
頁
）、「
大
江
氏
孝

妙
尼
為
先
妣
中
陰
追
善
願
文
」（
同
書
六
六
七
頁
）。
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（
30
） 　

大
江
匡
房
『
江
都
督
納
言
願
文
集
』
巻
六
の
「
源
中
将
師
時
為
亡
室
周
忌
追
善
供
養

願
文
」（
山
崎
誠
『
江
都
督
納
言
願
文
集
注
解
』、
塙
書
房
、
二
〇
一
〇
年
、
七
七
六
か

ら
七
七
七
頁
）。
な
お
、『
転
法
輪
抄
』
廿
七
の
「
建
春
門
院
五
七
日
法
会
表
白
」（
永

井
義
憲
、
清
水
宥
聖
編
『
安
居
院
唱
導
集
』、
角
川
書
店
、
一
九
七
二
年
、
二
五
三
頁
）。

（
31
） 　

良
季
『
普
通
唱
導
集
』（
村
山
修
一
編
『
普
通
唱
導
集　

翻
刻
・
解
説
』、
法
藏
館
、

二
〇
〇
六
年
、
三
頁
）
の
序
文
。

（
32
） 　

良
季
『
普
通
唱
導
集
』（
村
山
修
一
編
『
普
通
唱
導
集　

翻
刻
・
解
説
』、
法
藏
館
、

二
〇
〇
六
年
、
一
一
六
頁
）
の
巻
中　

末
一
を
参
照
。

（
33
） 　
『
私
聚
百
因
緣
集
』（『
古
典
文
庫
』
二
六
七
、
一
九
六
九
年
、
二
頁
）
の
序
文
。

（
34
） 　
『
観
智
院
法
印
御
房
中
陰
記
』（『
大
日
本
史
料
』
七
編
ノ
三
、
三
二
七
か
ら
三
四
八

頁
）
で
は
、
以
下
の
通
り
に
記
載
す
る
。

（
応
永
五
年
六
月
三
十
日
）
三
十
日
、
甲
戌 
権
大
僧
都
法
印
東
寺
観
智
院
賢
宝
寂
ス
、

…
（
中
略
）
…

一　

中
陰
勤
行
等
事

…
（
中
略
）
…

御
堂
光
明
真
言
護
摩
每
日
三
時
…
…

同
本
尊
五
大
虛
空
蔵
法
每
日
一
座
…
…

終
焉
所
昼
夜
不
断
光
明
真
言
時
…
…

御
堂
每
七
日
理
趣
三
昧
一
座
…
…

終
焉
所
每
七
日
、
十
王
本
地
供
一
座
巡
、
各
々
勤
行
上
記
之
了
、
頼
源
ア
サ
リ
、
自
此

中
陰
大
仏
頂
、
大
随
求
各
日
尽
形
寿
可
誦
之
由
発
願
云
々

（
35
） 　
『
東
寺
観
智
院
金
剛
蔵
聖
教
目
録
』
第
一
册
（
京
都
府
教
育
委
員
会
、
一
九
七
五
年

か
ら
一
九
八
六
年
、
二
四
九
頁
）。

『
大
吉
祥
天
女
十
二
名
号
経
』

○
（
院
政
期
写
）、
訓
点
（
ナ
シ
）、
巻
子
本
、
斐
紙
…
（
中
略
）
…

〔
紙
背
〕

○　

鎌
倉
時
代
初
期
写
、
訓
点
（
ナ
シ
）、
後
欠

　
〔
外
題
〕（
ナ
シ
）

　
〔
內
題
〕
仏
說
預
修
十
王
生
七
経

　
〔
尾
題
〕（
ナ
シ
）

　
〔
奧
書
〕（
ナ
シ
）

（
36
） 　

荣
西
『
菩
提
心
別
記
』（『
天
台
宗
密
教
章
疏
』（
六
）
増
補
改
訂
、
鈴
木
学
術
財
団
、

一
九
七
六
年
、
五
一
頁
）。

（
37
） 　

良
忠
『
法
事
讃
私
記
』
巻
上
（『
浄
土
宗
全
書
』
第
四
巻 

再
版
、
浄
土
宗
典
刊
行
会
、

一
九
二
九
年
、
七
八
八
頁
）。

（
38
） 　

房
仙
『
拾
珠
抄
』（『
天
台
宗
全
書
』
第
二
〇
巻
、
第
一
書
房
、
一
九
七
四
年
、
一
九

四
頁
）
で
文
应
二
年
（
一
二
六
一
）
正
月
十
五
日
条
を
参
照
。

（
39
） 　

良
忠
『
往
生
要
集
義
記
』
巻
上
第
一
（『
浄
土
宗
全
書
』
第
十
五
巻
再
版
、
浄
土
宗

典
刊
行
会
、
一
九
二
八
年
、
一
八
二
頁
）。

（
40
） 　
『
往
生
要
集
』
巻
中
（『
大
正
蔵
』
八
四
、
七
一
ａ
頁
）。

（
41
） 　
『
往
生
要
集
』
巻
中
（『
大
正
蔵
』
八
四
、
七
〇
ｃ
頁
）
で
、「
仏
子
知
不
。
但
今
即

是
最
後
心
也
。
臨
終
一
念
勝
百
年
業
。
若
過
此
刹
那
。
生
処
応
定
」
と
い
う
文
が
書
か

れ
る
。

（
42
） 　

千
観
『
十
願
発
心
記
』（
佐
藤
哲
英
『
叡
山
浄
土
教
の
研
究
』
資
料
編
、
百
華
苑
、

一
九
七
九
年
、
一
六
九
か
ら
一
七
〇
頁
）。

（
43
） 　

楠
淳
証
「
貞
慶
撰
『
唯
識
論
尋
思
鈔
別
要
』
に
見
ら
れ
る
命
終
心
思
想
の
意
義
」（『
佛

教
文
化
研
究
所
紀
要
』
四
四
、
二
〇
〇
五
年
）。

（
44
） 　
『
転
法
輪
抄
』（
永
井
義
憲
、
清
水
宥
聖 

編
『
安
居
院
唱
導
集　

上
巻
』
角
川
書
店
、

一
九
七
二
年
、
二
四
九
頁
）〈
廿
三
〉「
建
久
二
年
閏
十
二
月
三
七
日
御
逆
修
結
願
表
白 

人
料
草
之
」
の
条
は
以
下
の
通
り
に
書
か
れ
る
。

伏
以
夫
上
品
蓮
臺
之
迎
。
雖
契
三
尊
之
本
誓
。
中
陰
黃
壤
之
路
。
猶
恐
十
王
之
裁
断
。

蓋
是
君
子
治
末
病
之
病
故
。
常
無
病
智
者
思
無
恐
之
恐
。
故
弥
離
恐
我
君
御
願
其
不
然

乎
。
依
一
度
修
善
。
猶
蒙
焰
王
之
放
捨
。
況
至
至
十
四
度
御
願
乎
。
以
一
仏
接
引
。
猶

免
冥
途
之
苛
責
。
況
至
百
千
躰
之
仏
力
乎
。

（
45
） 　

阿
部
美
香
「
醍
醐
寺
焔
魔
王
堂
再
考
│
成
賢
に
よ
る
冥
府
儀
礼
空
間
の
構
築
│
」

（『
説
話
文
学
研
究
』
五
一
、
二
〇
一
六
年
）
を
参
照
。
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（
46
） 　

貞
慶
『
臨
終
之
用
意
』（
京
都
大
学
附
属
図
書
館
蔵
本
）。

（
47
） 　

良
忠
『
看
病
用
心
鈔
』（『
良
忠
上
人
研
究
』、
光
明
寺
、
一
九
八
六
年
、
一
八
八
頁
）

に
は
以
下
の
通
り
に
述
べ
る
。

最
後
の
時
は
、
い
さ
さ
か
の
事
も
わ
づ
ら
ひ
と
な
り
て
、
心
念
み
だ
れ
候
べ
き
故
な
り
、

但
し
、
耳
に
聞
入
れ
よ
と
念
仏
高
く
申
さ
せ
給
へ
、
た
と
ひ
わ
は
と
口
称
に
能
は
ず
と

も
、
高
声
に
縁
せ
ら
れ
て
、
意
念
ハ
違
ふ
ま
じ
き
が
故
な
り
、
又
息
絶
え
事
き
れ
ぬ
ば

と
て
、
物
さ
わ
が
し
き
事
ゆ
め
〳
〵
あ
る
ま
じ
く
候
、
た
だ
猶
々
も
心
を
す
ま
し
、
念

仏
を
申
さ
せ
給
ひ
て
、
一
二
時
の
程
も
す
ご
さ
せ
給
へ
、
又
こ
の
功
を
も
て
、
中
有
よ

り
も
往
生
を
と
げ
よ
と
心
を
い
た
し
、
廻
向
し
ま
し
ま
す
べ
く
候
…

（
48
） 　

蔵
川
『
仏
説
預
修
十
王
生
七
経
』（『
卍
新
纂
大
日
本
続
蔵
経
』
一
、
四
〇
九
頁
）。

（
49
） 　

蔵
川
『
仏
說
預
修
十
王
生
七
経
』（『
卍
新
纂
大
日
本
続
蔵
経
』
一
、
四
一
〇
頁
）。

図
版
出
典

図
一
：
中
野
玄
三
『
六
道
絵
の
研
究
』（
淡
交
社
、
一
九
八
九
年
）。

図
二
：Cheeyun Lilian K

w
on, Efficacious U

nderw
orld: the Evolution of T

en 

K
ings Paintings in M

edieval China and K
orea, H

onolulu U
niversity of 

H
aw
ai‘i Press, 2019.

図
三
、
図
四
：
富
山
県
立
山
博
物
館
編
『
地
獄
遊
覧
│
地
獄
草
紙
か
ら
立
山
曼
荼
羅
ま
で
│
』

（
富
山
県
立
山
博
物
館 

、
二
〇
〇
一
年
）。

図
五
、
図
六
：『
大
正
新
修
大
蔵
経
』
図
像
部
三
。

図
七
：
大
阪
市
立
美
術
館
編
『
役
行
者
と
修
験
道
の
世
界
│
山
岳
信
仰
の
秘
宝
│
』（
毎
日

新
聞
社
、
一
九
九
九
年
）。

図
八
：『
神
仏
習
合
│
か
み
と
ほ
と
け
が
織
り
な
す
信
仰
と
美
│
』（
奈
良
国
立
博
物
館
、
二

〇
〇
七
年
）。

図
九
：
奈
良
国
立
博
物
館
編
『
奈
良
博
三
昧
│
至
高
の
仏
教
美
術
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
│
』（
奈

良
国
立
博
物
館
、
二
〇
二
一
年
）。

図
十
：『
大
正
新
修
大
蔵
経
』
図
像
部
十
二
。

図
十
一
：
齋
藤
龍
一
構
成
・
編
集
『
道
教
の
美
術
』（
読
売
新
聞
大
阪
本
社
：
大
阪
市
立
美

術
館
、
二
〇
〇
九
年
）。

図
十
二
：
奈
良
国
立
博
物
館
編
『
奈
良
国
立
博
物
館
蔵
品
図
版
目
録　

仏
教
絵
画
篇
』（
奈

良
国
立
博
物
館
、
二
〇
〇
二
年
）。

図
十
三
：
関
口
正
之
『
垂
迹
画
（
日
本
の
美
術
274
）』（
至
文
堂
、
一
九
八
九
年
）。


